
（平成２２年１２月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 40 件

国民年金関係 23 件

厚生年金関係 17 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 61 件

国民年金関係 23 件

厚生年金関係 38 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 4772 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成３年６月から同年８月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年４月から同年８月まで 

私が平成４年５月に会社を退職してしばらく後の５年の夏ごろに、私の

母親が市役所で私の国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料につい

ては、申立期間当時、私は学生であったが、学生が国民年金の強制適用と

なった３年４月までさかのぼって、母親が納付書により 10 万円ぐらいを分

割して金融機関で納付したはずであり、申立期間が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、平成５年の夏ごろに、その母親が市役所で国民年金の加入手

続を行い、さかのぼって国民年金保険料を納付したと主張しているところ、

申立人の国民年金手帳記号番号は同年７月に払い出されていることが確認

できることから、その時点では、申立期間のうち、３年６月から同年８月

までの保険料を過年度納付により納付することが可能であった。 

    また、申立期間の国民年金保険料を納付したとするその母親は、「未納

となっていた期間の保険料 10 万円ぐらいを、さかのぼって分割して納付し

た。」と証言している上、納付済みとなっている申立期間直後の平成３年

９月から４年３月までの保険料が、５年 10 月に過年度納付されていること

が確認でき、その母親が納付したとする保険料額は、申立期間のうち、３

年６月から同年８月までの保険料額及び申立期間直後の過年度納付された

保険料額の合計金額とおおむね一致することから、その母親が、３年６月

から同年８月までの保険料を納付したと考えても特段不合理な点は見当た

らない。 



 

  

  ２ 一方、申立期間のうち、平成３年４月及び同年５月については、上述の

とおり、申立人の国民年金手帳記号番号は５年７月に払い出されているこ

とが確認できることから、時効により国民年金保険料を納付することはで

きず、申立期間の前後を通じて同一市内に居住し続けていた申立人に、別

の手帳記号番号が払い出されていた事情も見当たらない。 

    また、申立期間のうち、平成３年４月及び同年５月の国民年金保険料を

納付したことを示す関連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成３年６月から同年８月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4773 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 44 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 44年６月まで 

私は、昭和 36 年ごろ、区の広報誌や町内会の回覧などに記載された国民

年金に関する記事で、国民年金に任意加入することができることを知り、

夫が私の国民年金の任意加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料

については、私が毎月、町内会婦人部の集金人に 100 円から 200 円ぐらい

を納付していたことを記憶している。申立期間が未加入で保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年ごろ、区の広報誌や町内会の回覧などに記載された国

民年金に関する記事で、国民年金に任意加入することができることを知り、

その夫が国民年金の任意加入手続を行ったと主張しているところ、申立人が

当時居住していた市では、国民年金制度発足当初、国民年金の任意加入につ

いて広報誌に掲載していたことが確認できることから、申立内容に特段不合

理な点は認められない。 

   また、申立人は、町内会婦人部の集金人に、毎月 100 円から 200 円ぐらい

の国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人が納付して

いたとする保険料月額は、申立期間当時の金額とおおむね一致している上、

その夫の標準報酬月額は、申立期間当時、最高等級で推移していたことが確

認できることから、申立期間の保険料を納付するだけの十分な資力があった

ものと認められる。 

   さらに、申立人は、国民年金保険料を納付していたとする町内会婦人部の

集金人の氏名及びその集金人の夫の勤務先を憶
おぼ

えているなど、当時の状況を



 

  

詳細に記憶している上、当時、近所に住んでいたとする申立人の知人は、そ

の集金人について、「その人は当時、保険料を集金していた。」と証言して

いることから、申立人の主張は基本的に信用できる。 

   加えて、当委員会において申立人の口頭意見陳述を行ったところ、申立人

は、国民年金制度発足当時の広報活動、国民年金保険料の納付状況及び国民

年金手帳について具体的かつ鮮明に記憶していることが判明した上、自分の

国民年金の記録について調べるために、数年前から何度も社会保険事務所

（当時）及び区役所に行き、納付記録を訂正するよう求めてきたと述べるな

ど、その主張には一貫性があり、信憑
ぴょう

性が高いものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4774 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年２月、同年３月及び平成 17 年３月

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納

付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 53年２月及び同年３月 

② 平成 11年２月 

③ 平成 17年３月 

私の両親は、私が 20 歳になったため、私の国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付していた。私の結婚後は、私が納付書により夫婦二

人分の保険料を市役所か金融機関で納付しており、納期限に遅れて保険料

を納付していた期間もあるが、未納期間が無いように気を付けて納付して

いた。申立期間①、②及び③の保険料が納付済みとされていないことに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、結婚後、申立人が納付書により夫婦二

人分の国民年金保険料を市役所か金融機関で納付していたと主張している

ところ、一緒に保険料を納付していたとする申立人の夫は、当該期間の保

険料が納付済みとされていることから、申立人のみ未納とされているのは

不自然である。 

    また、申立期間③について、申立人の夫の確定申告書によると、平成 17

年の国民年金保険料の申告額は、同年の夫婦二人分の納付済保険料額に申

立期間③の保険料を加えた金額と一致しており、当該申告額には申立期間

③の保険料が含まれていたものとみられることから、申立人は、申立期間

③の保険料を納付していたものと推認できる。 

 

  ２ 一方、申立期間②については、申立人の夫が所属する団体の申告整理簿



 

  

によると、平成 11 年及び 13 年の国民年金保険料の申告額の合計は、当該

年に係る申立人夫婦二人分の納付済保険料額を上回っていることが確認で

きるものの、オンライン記録によると、申立期間②の保険料は、「時効期

間納付」として 13 年５月８日に還付の決議が行われ、同年６月 20 日に申

立人に対し送金通知書が作成されていることが確認でき、行政側の記録に

不備はみられないことから、当該期間の保険料は時効により納付すること

ができず、申立人に還付されたものと考えられる。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年２月、同年３月及び平成 17 年３月の国民年金保険料を納付して

いたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4775 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年１月から同年３月までの期間、11 年２月から同年３月

までの期間及び 17 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成 10年１月から同年３月まで 

② 平成 11年２月から同年３月まで 

③ 平成 17年３月 

私は、20 歳になったころに、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付していた。結婚後は、私の妻が納付書により夫婦二人分の保険料

を市役所か金融機関で納付しており、納期限に遅れて保険料を納付してい

た期間もあるが、未納期間が無いように気を付けて納付していたはずであ

る。申立期間①、②及び③の保険料が納付済みとされていないことに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人が所属する団体の申告整理簿によると、

平成 10 年、11 年及び 13 年の国民年金保険料の申告額の合計は、当該年に係

る夫婦二人分の納付済保険料額に申立期間①及び②の保険料を加えた金額を

上回っていること、及び申立人夫婦が主張するとおり、複数回にわたり過年

度納付で未納期間の保険料を納付していることが確認でき、当該申告額には

申立期間①及び②の保険料が含まれていたものとみられることから、申立人

は申立期間①及び②の保険料を納付していたものと推認できる。 

   また、申立期間③について、申立人の確定申告書によると、平成 17 年の国

民年金保険料の申告額は、同年の夫婦二人分の納付済保険料額に申立期間③

の保険料を加えた金額と一致しており、当該申告額には申立期間③の保険料

が含まれていたものとみられることから、申立人は申立期間③の保険料を納

付していたものと推認できる。 



 

  

   さらに、申立人は、申立期間①、②及び③を除き、国民年金加入期間の国

民年金保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意識は高かった

ものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4776 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年 11 月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月から 47年３月まで 

私は、それまで勤めていた会社を退職し、すぐに、市役所の支所で国民

健康保険の加入手続を行い、同時に国民年金の加入手続を行った。そのと

き、国民健康保険被保険者証と国民年金手帳を受け取った。その後、国民

年金保険料は、集金人に納付していたはずなのに、申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続後、集金人に国民年金保険料を納付してい

たと述べているが、オンライン記録及び特殊台帳によると、申立人は、申立

期間後である昭和 47 年４月から厚生年金保険に加入する 57 年 10 月までの

保険料をすべて現年度納付していることが確認できることから、その当時、

申立人は保険料の納付意識が高かったと認められる。 

   また、特殊台帳の申立期間の摘要欄に、昭和 49 年１月から 50 年 12 月まで

実施されていた第２回特例納付の納付書の発行を表す「附 18 条」の記載が

確認できること、及び第２回特例納付実施期間当時、申立人と同居していた

その母親は既に第１回特例納付で国民年金保険料を納付しており、申立人も

特例納付制度については聞いた記憶があり、同制度を認識していたことから、

申立期間当時、定期的に集金人に保険料を納付していたとする申立内容とは

一致しないものの、上述のとおり、保険料の納付意識が高かったと認められ

る申立人が、特例納付で同期間の保険料を納付したと考えても特段不合理で

はない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年



 

  

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4777 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54年 10月から同年 12月まで 

私は、昭和 53 年３月に区役所で国民年金の任意加入手続を行い、併せて

付加年金への加入の申出を行った。申立期間の国民年金保険料については、

54 年８月に転居してしばらくしてから、国民年金の住所変更手続を行い、

近隣の金融機関で納付書により納付した。申立期間の定額保険料及び付加

保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年８月に転居してしばらくしてから、国民年金の住所変

更手続を行い、近隣の金融機関で納付書により国民年金の定額保険料及び付

加保険料を納付していたと主張しているところ、申立人の特殊台帳によると、

同年 11 月に国民年金の住所変更手続を行っている旨が記載されており、申

立人が保険料を納付していたとする同金融機関は当時実在し、保険料の収納

を行っていたことが確認できることから、申立内容に特段不合理な点は認め

られない。 

   また、申立期間前後の昭和 54 年７月から同年９月までの期間及び 55 年１

月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、当初、未納とされ

ていたが、申立人が所持していた領収証書により、納付済みに記録訂正され

ていることから、途中の申立期間についても行政側の記録管理が適切に行わ

れていなかった可能性がある。 

   さらに、申立人は、国民年金に任意加入し、申立期間を除き国民年金加入

期間の国民年金保険料をすべて納付していることから、国民年金に対する納

付意識は高かったものと認められる。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を、付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4778 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年３月 

私の夫が、結婚を契機に私の国民年金の加入手続を行ってくれた。国民

年金保険料については、私が自宅に来ていた集金人に、既に国民年金に加

入していた夫の分と併せて、２か月に一度納付していたことを記憶してい

る。 

私は、昭和 59 年に厚生年金保険に加入するまで欠かさず国民年金保険料

を納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が夫婦二人分の国民年金保険料を集金人に納付していたとする申立

人の主張については、申立人の国民年金の加入手続時期は、申立人が所持す

る国民年金手帳に記載された手帳発行日などから、昭和 39 年６月ごろと推

認でき、この時点で申立期間の保険料を過年度納付することが可能であり、

現に申立人及びその夫の特殊台帳から納付日が確認できる範囲では、夫婦は

同一日に保険料を納付している上、当該年金手帳に 貼
ちょう

付されていた｢国民年

金保険料代行受領証｣から、昭和 40 年度以降も、集金人が過年度保険料を収

納していることがうかがわれることから、不自然な点は見当たらない。 

   また、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みであり、申立人

は、昭和 38 年６月から申立期間直前の 39 年２月までの保険料を過年度納付

していることが確認できることから、申立期間の保険料のみが未納とされて

いることは不自然であることに加え、申立人が一緒に保険料を納付していた

とするその夫の申立期間の保険料は納付済みである。 

   さらに、申立期間は１回、かつ１か月と短期間である上、申立人は、加入



 

  

手続後においては、国民年金保険料をすべて納付しており、保険料の納付意

識が高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4779 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年７月から 56 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 42年５月から 44年３月まで 

② 昭和 48年７月から 56年３月まで 

申立期間①について、私は、昭和 42 年４月に会社を退職した後、区役所

で国民年金の加入手続を行い、同年５月からの国民年金保険料を納付して

いたにもかかわらず、当該期間が未納とされていること、及び申立期間②

について、48 年７月から同年 12 月までの保険料を納付した領収書があり、

50 年４月からは妻と二人分の保険料を納付していたにもかかわらず、当該

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべ

て納付しており、60 歳以降も国民年金に任意加入し、付加保険料も併せて

納付している時期もあるなど、保険料の納付意識が高かったと認められる

上、申立人が一緒に保険料を納付していたとするその妻は、昭和 50 年４月

以降の保険料をすべて納付している。 

    また、申立期間②について、申立人は、昭和 48 年７月から同年 12 月ま

での国民年金保険料を納付した証拠として自身の所持する領収書を当委員

会に提出しており、その領収書によると、金融機関による領収印が押され

ており、記載された国民年金手帳記号番号は相違しているものの、その手

帳記号番号は申立人の手帳記号番号と酷似していることに加え、申立人の

住所及び氏名が記載されているなど、申立人が当該期間の保険料を納付し

たものと認められる。 

    さらに、上述のとおり、申立人の所持する領収書に記載されている相違



 

  

した国民年金手帳記号番号は行政側の誤った処理によるものであると認め

られ、自身の所持する国民年金手帳の手帳記号番号も、後日訂正されてい

るものの、同様に誤った記載がされており、申立期間②のうち、昭和 49 年

１月から 56 年３月までの期間についても、行政側の記録管理が適切に行わ

れていなかった可能性を否定しきれない。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、昭和 42 年４月に会社を退職した

後、区役所で国民年金の加入手続を行ったと述べており、確かに申立人の

国民年金手帳記号番号の払出日等から、申立人の国民年金の被保険者資格

取得の処理が同年５月又は同年６月に行われたと推認されるが、その資格

取得の処理は、払出簿等から申立人の届出に基づくものではなく、行政側

の職権に基づく処理であることが推認されるほか、申立人の所持する国民

年金手帳には、現に納付済みとなっている昭和 44 年度及び 45 年度につい

て検認印が押されているものの、当該期間については押印が無く、オンラ

イン記録、特殊台帳等からも、申立人が当該期間当時、国民年金保険料を

納付していた形跡がうかがえない。 

    また、申立人は、加入手続後、昭和 42 年５月からの国民年金保険料を納

付していたと述べているが、申立期間①の保険料の納付金額、納付場所等

に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、当時の保険料の納付状況が不明である。 

    さらに、申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年７月から 56 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4780 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年 12 月から 58 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 56年 12月から 58年９月まで 

私は、20 歳になった昭和 38 年＊月ごろ、勤務先の上司の勧めにより、

区役所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料については、３か

月に一度、集金人に納付していたが、申立期間については、郵便局の窓口

で、納付書に現金を添えて保険料を納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、納付書により郵便局で納

付していたと主張しているところ、申立人が保険料を納付していたとする郵

便局は当時実在し、保険料の収納業務を行っていたことが確認できることか

ら、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人の特殊台帳によると、申立期間の摘要欄に過年度納付書が発

行された形跡があることから、任意加入していた申立人が、申立期間の保険

料を過年度納付により納付したと考えても不自然ではない。 

   さらに、申立人の夫は、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者であり、

その夫の標準報酬月額から、申立期間の国民年金保険料を納付するだけの資

力を十分有していたものと推認できる上、その夫は、「妻（申立人）は、国

民年金に任意で加入していたので、申立期間の保険料を納付しない理由がな

い。」と証言しているとともに、申立期間は１回、かつ 22 か月と比較的短

期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4781 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年７月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年７月から 61年３月まで 

私は、会社を退職した直後に厚生年金保険から国民年金への切替手続を

行ったか憶
おぼ

えていないが、昭和 61 年か 62 年ごろ、区役所から未納がある

旨の通知を受けた。そこで、当時は仮庁舎であった区役所へ行き、未納と

された国民年金保険料を一括して納付した。申立期間が未加入とされ、保

険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、申立人は、既に厚生年金保険に加入した期間が 20 年であっ

たこと、及びその妻が厚生年金保険に加入していたことから、制度上、国民

年金への加入は任意とされており、オンライン記録では、申立期間は未加入

期間とされている。しかし、申立人が所持している２冊の年金手帳の記載か

ら、申立人は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日である昭和 60 年

７月 11 日に国民年金の強制加入被保険者の資格を取得していることが確認

できることから、申立人は、付加保険料の納付を申し出た 62 年２月の時点

までは、強制加入被保険者として取り扱われていたと考えられ、申立期間の

保険料を過年度納付することが可能であったと認められる。 

   また、昭和 61 年又は 62 年ごろ、区役所から国民年金の未納期間の通知が

あり、仮庁舎であった区役所に出向いたと述べており、同区では 61 年６月

に仮庁舎が完成していることが確認できることに加え、申立人は 62 年２月

に付加保険料の納付を申し出ていることが確認できることから、申立人は、

61 年６月から付加保険料の納付を申し出た 62 年２月までの間に同区役所に

出向いた後、未納分の国民年金保険料について、納付書の発行を受けて、61



 

  

年４月以降の現年度分の保険料と共に過年度分となる申立期間の保険料を納

付したと考えても不自然ではない。 

   さらに、申立期間は１回、かつ９か月と短期間である上、申立人は、前述

のとおり昭和 62 年２月から付加保険料の納付を開始していることに加え、

国民年金加入期間における国民年金保険料をすべて納付していることから、

保険料の納付意欲が高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4782 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年 10 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 51年 10月から 53年３月まで 

私は、昭和 54 年１月ごろに、税理士に勧められて、市役所で国民年金の

加入手続を行った。加入手続を行った際に、窓口の人に、「国民年金保険

料をさかのぼって納付できる。」と聞いたことから、納付書により金融機

関で２年分の保険料及び加入手続を行った年度の保険料を合わせて、７万

円ぐらいをまとめて納付したにもかかわらず、申立期間が未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年１月ごろに、市役所で国民年金の加入手続を行い、そ

の際に未納となっていた期間の国民年金保険料を、さかのぼれる分だけまと

めて金融機関で納付したと主張しているところ、申立人の国民年金の加入手

続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者の

被保険者資格取得日から同年同月と推認でき、その時点では申立期間の保険

料を過年度納付により納付することは可能であった上、申立期間の保険料額

は、納付済みとなっている申立期間直後の 53 年４月以降の保険料額よりも

安価であることから、申立期間の保険料を納付したと考えても不自然ではな

い。 

   また、申立人が納付したとする国民年金保険料額は、申立期間及びその直

後の納付済みとなっている期間の保険料を実際に納付した場合の合計金額と

おおむね一致していることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立人は、申立期間後の国民年金加入期間の国民年金保険料はす

べて納付済みであり、前納している期間もみられるなど、保険料の納付意欲



 

  

は高かったものと認められる上、申立期間は１回、かつ 18 か月と比較的短

期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4783 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年５月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年５月から 50年３月まで 

私は、昭和 48 年５月に会社を退職した後、しばらくして、母親と姉から

国民年金に加入するように勧められ、母親が私の国民年金の加入手続を行

い、未納が無いように国民年金保険料を郵便局で納付していたはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年５月に会社を退職した後、しばらくして、その母親と

姉から国民年金に加入するように勧められ、その母親が申立期間の国民年金

保険料を納付したはずであると主張しているところ、申立人の国民年金の加

入手続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任

意加入者の被保険者資格取得日から 50 年２月ごろと推認でき、その時点で

は申立期間の保険料を過年度納付により納付することが可能である上、申立

期間の保険料額については、申立期間直後の納付済みとなっている昭和 50

年度の保険料額より大半が安価であることが確認できることから、その母親

が申立期間の保険料を納付したと考えても不自然ではない。 

   また、申立人の姉は、「母親と一緒に妹（申立人）に国民年金の加入を勧

め、母親が妹の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を未納が無いよ

うに納付したと聞いた。」と証言している。 

   さらに、申立人は、申立期間を除いて、国民年金加入期間の国民年金保険

料をおおむね納付している上、国民年金に任意加入するなど、保険料の納付

意欲は高かったものと認められるとともに、申立期間は１回、かつ 23 か月

と比較的短期間である。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4784 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 61年３月まで 

私が昭和 60 年３月に勤務先を退職し、その後海外へ留学している間に、

私の母親が私の国民年金の加入手続を行ってくれた。国民年金保険料につ

いては、私の母親が、退職してから加入手続を行うまで未納となっていた

分も含めて納付書により市役所の支所又は郵便局で納付していたにもかか

わらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年３月に勤務先を退職し、その後海外へ留学している間

に、その母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、退職してから加入手続

を行うまで未納となっていた分も含めて国民年金保険料を納付していたと主

張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、61 年６月に払い出さ

れていることが確認でき、その時点では申立期間の保険料については過年度

納付により納付することは可能であった上、住民票を異動させず国民年金被

保険者資格を 60 年４月にさかのぼって取得しているとともに、納付済みと

されている申立期間直後の 61 年４月以降の保険料額よりも安価であること

から、その母親が申立期間の保険料を納付したと考えても不自然ではない。 

   また、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその母親は、国民年

金に任意加入し、保険料を完納していることから、保険料の納付意欲は高か

ったものと認められる上、その母親は、「私が、娘（申立人）の国民年金の

加入手続を行い、娘が退職してから未納となっていた保険料をすべて納付し

た。」旨証言しているとともに、申立期間は１回、かつ 12 か月と短期間で

ある。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4785 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成６年４月及び７年１月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 60年４月から平成６年３月まで 

② 平成６年４月 

③ 平成７年１月 

私の夫は、昭和 56 年 10 月ごろに夫婦二人の国民年金保険料の免除の申

請手続を行い、転居後も、毎年４月ごろに区役所で国民健康保険料の減免

手続と一緒に、夫婦二人の保険料の免除の申請手続を行っていた。申立期

間①の保険料が免除されておらず、未納とされていることに納得がいかな

い。 

また、私は、平成６年４月から、夫婦二人のうち私だけ免除の申請を行

うのをやめて、同年同月から国民年金保険料を納付するようになった。保

険料については、送られてきた納付書により、毎月、金融機関で納付して

いたはずであり、申立期間②及び③の保険料が未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②及び③について、オンライン記録によると、申立人は、平成

７年４月から同年 12 月までの国民年金保険料を８年２月 23 日に納付して

おり、その時点で、申立期間②及び③の保険料をさかのぼって納付するこ

とは可能である上、申立人は６年５月以降の保険料を定期的にさかのぼっ

て納付していることが確認できることから、申立期間②及び③についても

同様に保険料をさかのぼって納付していたものと推認できる。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、その夫が昭和 56 年 10 月ごろに



 

  

夫婦二人の国民年金保険料の免除の申請手続を行い、転居後も、毎年４月

ごろに区役所で国民健康保険料の減免手続と一緒に、夫婦二人分の国民年

金保険料の免除の申請手続を行っていたと主張しているが、転居後の区の

記録によると、その夫は平成３年 12 月６日に国民健康保険の加入手続を行

っていることが確認できることから、申立内容と一致しない。 

    また、申立人と一緒に免除の申請を行っていたとするその夫も、申立期

間①の国民年金保険料が未納とされ、保険料の納付の免除はされていない。 

    さらに、申立人は申立期間を通じて同一区内に居住し続けており、同一

の行政機関が、約９年もの長期間にわたって記録管理を続けて誤ることは

考えにくい。 

    加えて、申立人が申立期間①の国民年金保険料を免除されていたことを

示す関連資料が無く、ほかに当該期間の保険料が免除されていたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成６年４月及び７年１月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4786 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年 10 月から 53 年３月までの期間及び 61 年６月の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 51年 10月から 53年３月まで 

② 昭和 61年６月 

夫が、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金加入期間中の国民年金

保険料をすべて納付してくれた。申立期間①及び②の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫が、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金加入

期間中の国民年金保険料をすべて納付してくれたと主張しているところ、申

立人及びその夫の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年 10 月に連番で払い出

されており、その前後の任意加入者の被保険者資格取得日から、申立人及び

その夫の国民年金の加入手続が行われたのは、同年 12 月ごろであると推認

され、ⅰ）申立人及びその夫の 39 年４月から申立期間①直前の 51 年９月ま

での保険料は、加入手続が行われたと推認される 53 年 12 月ごろに、当時実

施されていた第３回特例納付により納付されていること、ⅱ）申立人の夫の

申立期間①の保険料は納付済みとされていることから、18 か月と比較的短期

間である申立期間①の保険料のみ未納とされているのは不自然である。 

   また、申立期間②の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、

その前後を通じて、申立人及びその夫の住所や仕事に変更は無く、生活状況

に大きな変化は認められないことから、１か月と短期間である申立期間②の

保険料が未納とされているのは不自然である。 

   さらに、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその夫は、自分が、

申立人の国民年金加入期間中の保険料をすべて納付した旨証言している。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4787 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の、昭和 41 年１月から同年３月までの期間、45 年 10 月から 46 年

３月までの期間及び 49 年 10 月から同年 12 月までの期間についての国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 41年１月から同年３月まで 

② 昭和 45年 10月から 46年３月まで 

③ 昭和 49年 10月から同年 12月まで 

私の国民年金の加入手続は、亡くなった両親のどちらかが行ってくれ、

私が結婚するまで私の国民年金保険料を納付してくれていたはずであり、

結婚後は、遅れながらも未納が無いように、私が市役所の出張所や銀行で

納付書により、その後口座振替により保険料を納付してきた。 

申立期間①、②及び③の国民年金保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①、②及び③は、それぞれ３か月、６か月及び３か月と短期間で

あることに加え、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間において、

国民年金保険料をすべて納付しており、昭和 42 年４月からは任意加入もす

るなど、保険料の納付意識が高かったことがうかがわれる。 

   また、申立期間②及び③について、申立人は、当該期間を通じて同一市内

に居住しており、申立人の国民年金保険料を支出していたその夫の職業に変

更は無く、生活状況に変化があったことをうかがわせる特段の事情も見受け

られない上、その夫の当該期間の標準報酬月額は、ほぼ最高等級で推移して

おり、申立人が当該期間の保険料を納付するだけの資力は十分であったと推

認できる。 

   さらに、申立期間①について、申立人は、その両親のどちらかが申立人の



 

  

国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたと述べて

いるが、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 37 年１月 16 日にその兄の

手帳記号番号と連番で払い出されており、当該期間当時、申立人と同居して

いたその兄の保険料は納付済みである上、その兄は、申立人の母親が申立人

及びその兄の保険料を集金人に納付していたことなどを具体的に述べており、

信憑
ぴょう

性が感じられる。 

   加えて、申立期間②について、当該期間当時、任意加入被保険者であった

ものの、特殊台帳によると、昭和 45 年度の摘要欄に、第２回特例納付の納

付書が発行されていた形跡がうかがえ、申立人が、当該期間の国民年金保険

料をその納付書により納付していたとしても特段不合理ではない。 

   その上、申立期間③について、近接する昭和 49 年１月から同年３月までの

国民年金保険料が、当初未納とされていたが、申立人が保管していた領収書

により、納付済みに訂正されていることから、当該期間についても行政側の

記録管理が適切に行われていなかった可能性を否定しきれない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4788 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年７月から 61 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年７月から 61年１月まで 

私は、昭和 61 年４月に会社を退職し、妻も同年８月に会社を退職したの

で、同年９月に妻が区役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続を行った。

加入手続の際、職員から、国民年金保険料をさかのぼって納付するように

勧められたので、さかのぼって納付できる月から加入手続を行った 61 年９

月までの保険料を会社に勤めていた同年２月及び同年３月を除いて計算し

てもらい、妻が 20 万円ぐらいを金融機関でまとめて納付したにもかかわら

ず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年９月に、その妻が区役所で国民年金の加入手続を行い、

過去にさかのぼってまとめて国民年金保険料を納付したと主張しているとこ

ろ、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳

記号番号の前後の任意加入者の被保険者資格取得日から、同年同月又は同年

10 月と推認でき、その時点では申立期間の保険料については過年度納付によ

り納付することは可能であった上、その妻が納付したとする保険料額は、申

立期間の保険料を過年度納付により納付した金額及び加入手続を行った同年

９月までの現年度保険料の合計金額とおおむね一致していることから、申立

内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人の国民年金保険料を納付したとするその妻は、「国民年金の

加入手続を行った際に、夫（申立人）の保険料を過去にさかのぼれる分だけ

さかのぼって納付したが、その時期は出産や転居が重なり出費が多く、私の

退職金を充てて夫の保険料を納付したことを憶
おぼ

えている。」旨証言している。 



 

  

   さらに、申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、

前納している期間も確認できることから、保険料の納付意欲は高かったもの

と認められるとともに、申立期間は１回、かつ 19 か月と比較的短期間であ

る。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4789 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 38年３月まで 

国民年金制度が発足したころに、母親が、私及び母親の国民年金の加入

手続を行った。 

その後は、母親にお金を渡し、母親が営む店に来ていた集金人に国民年

金保険料及び国民健康保険料を一緒に納付してもらった。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度が発足したころに、その母親が、申立人及びその

母親の国民年金の加入手続を行ったと主張しているところ、申立人の国民年

金手帳は、昭和 37 年３月に発行されていることが、申立人の被保険者名簿

により確認できる上、申立人及びその母親の国民年金手帳記号番号は、連番

で払い出されていることから、申立人及びその母親の国民年金の加入手続が

行われたのは、同年同月ごろであると推認でき、申立人の主張とおおむね一

致する。 

   また、申立人は、その母親にお金を渡し、その母親が営む店に来ていた集

金人に国民年金保険料及び国民健康保険料を一緒に納付してもらったと主張

しているところ、申立人が居住している市では、昭和 37 年７月から、国民

健康保険料徴収員が国民年金保険料の収納も行っていたことが確認できるこ

とから、申立人の主張に特段不合理な点は認められない。 

   さらに、上述のとおり、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、昭

和 37 年３月ごろであると推認でき、加入手続を行った昭和 36 年度の国民年

金保険料が昭和 36 年４月までさかのぼって納付されていること、及び申立



 

  

期間に続く 38 年４月から厚生年金保険の被保険者となった 63 年 12 月の前

月までの保険料が完納されていることが、申立人の被保険者名簿により確認

できることから、加入手続を行った翌月である 37 年４月以降の 12 か月と短

期間である申立期間の保険料が未納とされているのは不自然である。 

   加えて、申立人と一緒に国民年金に加入し、申立人の国民年金保険料を納

付していたとするその母親は、申立期間を含む、昭和 36 年４月から 60 歳に

到達するまでの国民年金被保険者期間の保険料をすべて納付している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4790 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年３月、58 年４月及び同年５月の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 54年３月 

② 昭和 58年４月及び同年５月 

私は、将来のことを考えて、昭和 54 年３月ごろに、区役所の支所で国民

年金の加入手続を行った。 

国民年金保険料については、自宅に来た集金人に納付したり、口座振替

により納付したりしていたと思う。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年３月ごろに、区役所の支所で国民年金の加入手続を行

い、集金や口座振替により、国民年金保険料を納付していたと主張している

ところ、申立人は、同年同月に国民年金に任意加入していることが、申立人

の柀保険者名簿により確認できることから、任意加入しておきながら、加入

当初の１か月と短期間である申立期間①の保険料を納付しなかったと考える

のは不自然である。 

   また、申立期間②の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされており、

その前後を通じて、申立人の住所及びその夫の仕事に変更は無く、生活状況

に大きな変化は認められないことから、途中の２か月と短期間である申立期

間②の保険料が未納とされているのは不自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間を除き、国民年金に任意加入してから昭和 61

年４月に第３号柀保険者となるまでの期間の国民年金保険料をすべて納付し

ている。 



 

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4791 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年３月、同年 12 月及び２年１月の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 44年 11月から 53年３月まで 

② 昭和 59年 12月 

③ 平成元年３月 

④ 平成元年 12月及び２年１月 

申立期間①について、私の国民年金保険料を納付していた母親は既に他

界しており保険料納付の詳細は分からないが、母親から、私が会社を退職

した翌日に国民年金の加入手続を行い、年金手帳を渡された昭和 53 年３月

までの保険料をすべて納付していたと聞いており、これからは自分で保険

料を納付するように言われた。その年金手帳は現在も所持しており、そこ

には、初めて被保険者となった日が昭和 44 年 11 月２日と記入されている。 

申立期間②から④までについては、母親から年金手帳を受け取った後、

生活が苦しいときもあったが、国民年金保険料が未納にならないように頑

張って納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③及び④について、それぞれ１か月及び２か月と短期間であり、

申立人は、昭和 53 年４月以降の国民年金保険料について、申立期間を除き

未納は無く、平成２年２月以降は口座振替で保険料を納付するなど、保険

料の納付意識が高かったことがうかがわれる。 

    また、申立人は、申立期間③及び④の前後の期間の国民年金保険料を納

付しており、当該期間を通じて申立人の住所及び職業に変更は無く、申立

人の生活状況に特段の変化は認められないことから、申立人が、当該期間



 

  

の保険料も納付していたとしても特段不合理ではない。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、その母親が昭和 44 年 11 月２日

に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料をすべて納付していたと述

べているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の

被保険者資格取得日から、その母親が、国民年金の加入手続を行ったのは

55 年４月と推認され、申立内容と一致せず、その時点において、当該期間

の大半の保険料は時効により納付することができない期間であり、当該期

間の保険料を納付するためには別の手帳記号番号が払い出される必要があ

るが、申立人は、当該期間から手帳記号番号が払い出された時期を通じて

同一区内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されるとは考えにく

く、その形跡も見当たらない。 

    また、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間①の国民年金保険料

の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の

納付を行ったとするその母親は、既に他界していることから、国民年金の

加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

    さらに、申立人は、自身が所持する年金手帳の初めて被保険者となった

日が昭和 44 年 11 月２日と記載されていることから、同日にその母親が加

入手続を行ったと述べているが、その日付は、加入手続日に関係なく、強

制加入期間の初日までさかのぼって記入することから、加入手続日及び国

民年金保険料の納付の始期を特定するものではない。 

    加えて、申立人は、申立期間②直後の昭和 60 年３月に国民年金保険料の

免除の申請手続を行い、同年１月からの保険料の免除が承認されているこ

とが確認できる。申立期間②当時、居住していた市では、２か月ごとの納

付サイクルであり、オンライン記録でも現に申立人の保険料の納付サイク

ルが２か月ごとになっていることから、申立人が当該期間の保険料を納付

していたとすると、その直後である同年１月の保険料も納付済みとなって

いると考えられ、同年２月から免除が承認されることになるため、当該期

間の保険料は納付されていなかったものと推認される。 

    その上、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①及び②の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成元年３月、同年 12 月及び２年１月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4792 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 42 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年８月まで 

私は、国民年金制度創設当初、社務所に出張に来ていた区役所の職員か

ら国民年金制度の説明を受け、国民年金の加入手続を行った。加入手続後

の国民年金保険料については、定期的に区役所の窓口又は集金人に納付し

ていたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度が創設されたころに、区役所の職員が出張で来て

いた社務所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を区役所の窓口又

は集金人に納付していたと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号

番号は昭和 42 年９月に払い出されているものの、35 年 10 月に別の手帳記号

番号が払い出されていることが確認できることから、加入手続を行っておき

ながら、申立期間の保険料を全く納付しなかったと考えるのは不自然である。 

   また、申立人の特殊台帳及び国民年金手帳では、申立人の氏名が誤って記

載されていることから、行政側の記録管理が適切に行われていなかったこと

がうかがえる。 

   さらに、申立人は、国民年金の加入手続後の国民年金保険料の収納方法及

び申立期間当時の国民年金手帳の色や形状を鮮明に記憶しており、申立人が

現在所持している国民年金手帳には、申立期間の国民年金手帳を返却した記

載があることから、申立人の主張には信 憑
ぴょう

性が認められる上、その夫は、

「当時、妻（申立人）から、保険料を区役所の窓口又は集金人に納付してい

ると聞いていた。」旨証言している。 



 

  

   加えて、申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、

国民年金に任意加入するなど、保険料の納付意欲は高かったものと認められ

る。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4793 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの期間及び 54 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 52年１月から同年３月まで 

② 昭和 54年１月から同年３月まで 

私は、20 歳になったときから国民年金に加入し、国民年金保険料を納付

していた。申立期間①及び②について、金額は憶
おぼ

えていないが、区役所の

窓口で保険料を納付していたはずである。申立期間①及び②の保険料が未

納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料を、区役所で納付していた

と主張しているところ、申立期間①及び②の前後の期間の保険料は納付済み

となっており、その前後を通じて、申立人の住所やその夫の仕事に変更は無

く、生活状況に特段の変化は認められないことから、途中の申立期間①及び

②のみ保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

   また、申立人の被保険者名簿では、申立期間が任意加入となっているが、

オンライン記録上は強制加入とされている上、その被保険者名簿及び特殊台

帳には、申立人の氏名が誤って記載されていることから、当時の行政側の記

録管理が適切に行われていなかった可能性がある。 

   さらに、申立人は、申立期間①及び②を除く国民年金加入期間の国民年金

保険料をすべて納付していることから、保険料の納付意欲は高かったものと

認められる上、申立期間①及び②は、それぞれ３か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4794 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年７月から 50 年９月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から 50年９月まで 

私は、昭和 47 年 12 月に会社を退職してしばらくしたころ、区役所で国

民年金の加入手続を行った。申立期間の国民年金保険料について、私は、

詳しく憶
おぼ

えていないが、区役所や金融機関がいずれも近隣に無かったこと

から、自宅に来た郵便局の集金人に夫婦二人分の保険料を納付できる分だ

け一緒に納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間の国民年金保険料を、自宅に来た郵便局の集金人に

納付していたと主張しているところ、当時、申立人が居住していた地域の

郵便局においては、過年度及び現年度の保険料を収納しており、その郵便

局の集金人が郵便局の簡易保険料の集金の際等に、国民年金保険料を集金

していたことが確認できることから、申立内容に特段不合理な点は認めら

れない。 

    また、申立人は、国民年金の加入手続後に夫婦二人分の国民年金保険料

を納付することができる分だけ一緒に納付したと主張しているところ、申

立人の国民年金手帳記号番号は、区役所の拠出年金受付処理簿によると、

昭和 50 年 10 月に払い出されていることが確認でき、その時点では、申立

期間のうち、48 年７月から 50 年９月までの保険料を納付することは可能

であった。 

    さらに、申立人は、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 50 年 10

月以降の国民年金保険料は納付済みであり、申立期間のうち、49 年 12 月



 

  

以前の保険料はその納付済みとなっている保険料より安価であることから、

昭和 50 年 10 月の時点において納付することは可能で、より安価な保険料

を含む 48 年７月から 50 年９月までの保険料を納付しなかったとするのは

不自然である。 

 

  ２ 一方、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたことが確認できる

昭和 50 年 10 月の時点では、申立期間のうち、48 年１月から同年６月まで

の期間については、時効により国民年金保険料を納付することができない

期間である。 

    また、申立人は、申立期間から国民年金手帳記号番号が払い出された時

期を通じて同一区内に居住しており、申立人に対して別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

    さらに、申立人が昭和 48 年１月から同年６月までの国民年金保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年７月から 50 年９月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4598 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保

険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 32 年６月１日に、同資格の喪

失日に係る記録を 34 年 11 月１日に訂正し、申立期間に係る標準報酬月額

を 32 年６月から 33 年９月までは１万円、同年 10 月から 34 年 10 月まで

は１万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年６月１日から 34 年 11 月１日まで 

    私は、昭和 32 年６月１日から 34 年 10 月 31 日まで、Ａ社に勤務して

いた。社会保険事務所（当時）に記録を確認したところ、厚生年金保険

の加入記録が無かった。同社からの就労証明及び写真を提出するので、

調査の上、当該期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が発行した就労証明及び昭和 34 年３月の写真から、申立人は、申

立期間において同社に勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人が

名前を挙げた複数の同僚全員が被保険者となっている上、当該複数の同僚

は、「申立人は、申立期間に勤務していた。申立人は、私たちと同じＢ職

であり、同じ仕事をしていた。」と証言している。 

   さらに、複数の同僚がＡ社の従業員であったとして名前を挙げた者はす

べて、同社における厚生年金保険被保険者としての記録が存在する。 

   加えて、Ａ社の事業主は、「確認する資料は無いが、申立人もほかの職

員と同様に社会保険に加入していたものと推定される。」と回答している。 



  

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同年代の同僚の申

立期間における標準報酬月額の記録から、昭和 32 年６月から 33 年９月ま

では１万円、同年 10 月から 34 年 10 月までは１万 2,000 円とすることが

妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は資料が無いため不明としているが、仮に、事業主から申

立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、健康保

険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届を提

出する機会があったことになるが、そのいずれの機会においても社会保険

事務所が当該届出を記録していないとは考え難いことから、事業主は社会

保険事務所に対して申立人に係る被保険者資格の得喪等に係る届出を行っ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 32 年６月か

ら 34 年 10 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4599 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 40 年６月２日から 41 年２月 10 日までの期間に

ついて、事業主は、申立人が 40 年６月２日に厚生年金保険被保険者資格

を取得し、41 年２月 10 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人のＥ社における

同資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、１万 4,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年６月２日から 41 年２月 10 日まで 

             ② 昭和 41 年 11 月１日から 44 年１月１日まで 

    申立期間①については、高校を卒業して、Ａ社に勤務していた。 

    また、申立期間②については、Ｂ社Ｃ事業所に所属し、Ｄ社でＧ職と

して勤務していた。しかし、申立期間①及び②について、厚生年金保険

の被保険者記録が無い。当時の同僚には記録があるので、調査の上、申

立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険

者資格取得確認および標準報酬決定通知書及び健康保険厚生年金保険被保

険者資格喪失確認通知書により、事業主は、申立人が昭和 40 年６月２日

に厚生年金保険被保険者資格を取得し、41 年２月 10 日に同資格を喪失し

た旨の届出を社会保険事務所に対して行っていることが確認できる。 

   また、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立人と同

姓同名で生年月日の一部が相違（昭和 20 年のところ、原票では 21 年と記

載）し、基礎年金番号に未統合の被保険者記録（資格取得日は昭和 40 年

６月２日、資格喪失日は 41 年２月 10 日）が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の記録であ



  

り、事業主は、申立人が昭和 40 年６月２日に厚生年金保険被保険者資格

を取得し、41 年２月 10 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

に対して行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者原票の記録

から、１万 4,000 円とすることが妥当である。 

   申立期間②について、Ｆ社のＤ社についての回答と申立人の説明する同

社の所在地、業務内容、事務局長の氏名等がほぼ一致していること、及び

複数の同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人が同社でＧ職

として勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ｄ社が厚生年金保険の適用事

業所であった記録は見当たらない上、Ｆ社によると、「Ｄ社は、老朽化し

たＦ社の社屋を建て替えるための資金を集めることを目的とし、関係者に

よって組織された任意団体である。」と回答している。 

   また、申立人は、当該期間はＢ社Ｃ事業所に所属していたと申し立てて

いるが、当時の同社の経理担当者は、「正式な規約があったかどうかは覚

えていないが、従業員は、Ｂ社Ｃ事業所が正規職員と認めた時点から厚生

年金保険に加入していた。」と証言しているところ、当該経理担当者の入

社日と資格取得日は 15 か月相違している上、同様に、複数の同僚につい

ても約７か月相違していることから、同社では、厚生年金保険の加入につ

いて、従業員ごとに異なる取扱いであったことがうかがわれる。 

   さらに、Ｂ社及び複数の同僚が、当時、約３名がＧ職として勤務してい

たとしているものの、当該Ｇ職の氏名は判明せず、申立人がＧ職の同僚と

して名前を挙げた者は、「私は事務職で、Ｇ職ではない。」と回答してい

る。 

   加えて、オンライン記録及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

原票を調査したところ、当該期間において、申立人の氏名は見当たらず、

整理番号に欠番は無い上、同社も、「当方で保管している健康保険厚生年

金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書を調査したが、申

立人は記載されていない。」と回答している。 

   また、当時のＤ社の事業主は既に死亡しており、Ｂ社及びＦ社は、申立

人に係る人事及び給与関係書類等を保管しておらず、申立人も厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書

等の資料を所持していない。 

   このほか、当該期間について、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4600 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 23 年２月１日から同年４月１日までの期間につ

いて、事業主は、申立人が同年２月１日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得し、同年４月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当

時）に行ったことが認められることから、当該期間に係るＦ社における厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、600 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17 年６月１日から 20 年６月ごろまで 

             ② 昭和 21 年９月ごろから 23 年１月ごろまで 

             ③ 昭和 23 年２月ごろから 25 年２月ごろまで 

    私は、昭和 17 年１月にＡ社Ｂ支所に入社し、同社には 20 年６月ごろ

まで勤務したが、労働者年金保険法が施行された 17 年６月１日から 20

年６月ごろまでの期間が厚生年金保険（労働者年金保険）の被保険者と

なっていない。 

    また、昭和 21 年９月ごろから 23 年１月ごろまではＣ社（その後、Ｄ

社に名称を変更。）に、同年２月ごろから 25 年２月ごろまではＥ社に

勤務したが、これらの期間は、厚生年金保険の被保険者となっていない。 

    申立期間①から③までについて、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③について、厚生年金保険被保険者臺帳（旧台帳）において、

申立人の旧姓と同姓同名かつ生年月日が同一である者が、Ｆ社で昭和 23

年２月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年４月１日に同資

格を喪失している基礎年金番号に未統合の記録が確認できる。 



  

   また、申立人が勤務していたと供述しているＥ社は、Ｆ社と事業所名称、

事業内容、所在地等が極めて近似していることから、申立てに係る事業所

はＦ社であり、申立人は同社に勤務していたことが認められる。 

   これらを総合的に判断すると、前記の厚生年金保険被保険者臺帳（旧台

帳）に係る被保険者記録は申立人の記録であり、事業主は、申立人が昭和

23 年２月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年４月１日に

同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、前記の厚生年金保険被保険

者臺帳（旧台帳）の記録から、600 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間③のうち、昭和 23 年４月１日から 25 年２月ごろまでの

期間については、Ｆ社は既に厚生年金保険法の適用事業所ではなくなって

おり、当時の事業主の連絡先も不明であるため、当時の状況について照会

できない。 

   また、当該期間においてＦ社の厚生年金保険被保険者となっている者か

ら聴取しても、当該期間に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控

除に関する証言を得ることができなかった。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間③のうち、昭和 23 年４月１日から 25 年２月ごろまでの期間につ

いて、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間①について、申立人は、当該期間に係る勤務場所や勤務内容を

詳細に記憶していることから、申立人がＡ社に勤務していたことは推認で

きる。 

   しかし、申立人は、昭和 17 年１月にＡ社Ｂ支所に入社し、同年３月に

Ｇ島へ、同年６月にＨ国へ転勤し、20 年６月に現地で召集されるまで、

同社で継続して外地に勤務していたと述べているところ、労働者年金保険

法においては、内地（現在の日本国内）の事業所を適用の対象とし、外地

の事業所に勤務する者は被保険者とならない取扱いとなっていた。 

   また、Ａ社は、終戦直後に解散して厚生年金保険法の適用事業所ではな

くなっており、当時の関係資料は既に廃棄されていることから、申立人の

外地勤務における労働者年金保険の取扱いについて確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   さらに、Ａ社Ｂ支所で労働者年金保険被保険者となっている複数の者に、

海外勤務をした同社の社員の名前を聴取したが、名前が挙がった者につい

て、同社における労働者年金保険の被保険者記録を確認することはできな

かった。 



  

   このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除をうかが

える関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間②について、申立人はＣ社に勤務していたと述べているところ、

申立人が当該期間において所属していたとみられる同社Ｉ支店は、昭和

29 年１月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、当該期間にお

いては適用事業所となっていないことが確認できる。 

   また、Ｄ社は既に解散しており、Ｃ社Ｉ支店において昭和 29 年１月１

日に厚生年金保険被保険者の資格を取得している者は当時の事業主を含め

６名いるが、全員が死亡あるいは所在不明のため、申立期間②に係る勤務

実態及び厚生年金保険料の控除に関する証言を得ることはできなかった。 

   このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除をうかが

える関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4601 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 26 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ

ることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 24 年６月から 25 年３

月までは 6,000 円、同年４月から同年６月までは 7,000 円、同年７月から

26 年５月までは 8,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年６月５日から 26 年６月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社（昭和 26 年にＢ社

に改称。現在は、Ｃ社）に 24 年５月１日から 31 年８月１日まで勤務し

ていたにもかかわらず、同社Ｄ支店に勤務していた 24 年６月５日から

26 年６月１日までの記録が無い。同社Ｅ支店に異動した同年６月１日

までは同社Ｄ支店に勤務していたことは間違いない。当時の俸給通知書

及び辞令の写しを提出するので、調査の上、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社から提出された申立人に係る社員台帳、申立人が提出した俸給通知

書及び辞令の写し並びに同僚の供述から、申立人は申立期間においてＡ社

Ｄ支店に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険台帳（旧台帳）及びオンライン記録

では、申立人は昭和 24 年６月５日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し

ているが、Ａ社Ｄ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申

立人の資格喪失日が記載されていない上、25 年４月１日及び同年７月１

日に標準報酬月額の随時改定が行われたことが確認でき、これらの記録を

前提とすると、申立人が 24 年６月５日に厚生年金保険被保険者資格を喪



  

失する旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 26 年６月１日に厚生年金

保険被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して

行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｄ支店に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿により、昭和24年６月から25年３月までは

6,000円、同年４月から同年６月までは7,000円、同年７月から26年５月ま

では8,000円とすることが妥当である。 



  

神奈川厚生年金 事案 4602 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 35 年５月１日から同年９月 15 日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は３万

3,000 円であったと認められることから、申立人の当該期間に係る標準報

酬月額の記録を訂正することが必要である。 

   申立期間のうち、昭和 35 年９月 15 日から同年 10 月 22 日までの期間に

ついて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社Ｂ事業所における申立人の被保険者記

録のうち、当該期間に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日（35 年９

月 15 日）及び資格取得日（同年 10 月 22 日）の記録を取り消し、当該期

間の標準報酬月額を、３万 3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年５月１日から同年９月 15 日まで 

             ② 昭和 35 年９月 15 日から同年 10 月 22 日まで 

    私は、昭和 23 年１月 12 日から 38 年９月 30 日まで継続してＡ社Ｂ事

業所の管轄下にあったＣ所で、Ｅ職として勤務していた。勤務期間中に

は、転勤も無く、業務内容及び勤務形態の変更も無いにもかかわらず、

申立期間②の記録が欠落しているのはおかしいので、厚生年金保険の被

保険者記録を訂正してほしい。 

    また、昭和 35 年５月から同年８月までの標準報酬月額が、当時の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録と相違が無いか調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、オンライン記録においては、申立人の当該期間に

係る標準報酬月額は１万 8,000 円と記録されているが、Ａ社Ｂ事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、３万 3,000 円と記載されてお



  

り、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は３万 3,000 円であ

ったと認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録

を訂正することが必要である。 

   申立期間②について、Ａ社Ｂ事業所を承継したＤ社が提出した労働者名

簿及び複数の同僚の証言から、申立人が当該期間においてＡ社Ｂ事業所に

継続して勤務していたことが認められる。 

   また、複数の同僚は、「申立人は、当該期間も含め業務内容・勤務形態

は同じであり、休暇取得又は病気療養したというような特別な事情は無か

った。」と述べており、当該複数の同僚は当該期間においてもＡ社Ｂ事業

所における被保険者資格が継続している。 

   さらに、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て 250 名の記録を確認したところ、当該期間とほぼ同時期において被保険

者期間が欠落している者は２名のみである上、当該２名は、既に死亡又は

連絡が取れず、欠落期間の理由を聴取することができない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 35 年８月及び同年 10 月の社会保険事務所の記録から、３万

3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保

険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務

所の記録どおりの資格の喪失及び再取得の届出を行っており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 35 年９月の保険料の納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4603 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 21 年 11 月 30 日から同年 12 月１日ま

での期間について、厚生年金保険被保険者であったと認められることから、

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失

日(21 年 11 月 30 日)及び資格取得日(同年 12 月１日)に係る記録を取り消

し、当該期間の標準報酬月額を 240 円とすることが必要である。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年２月 19 日から同年３月１

日までの期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｅ事業所における厚生年

金保険被保険者資格の取得日に係る記録を同年２月 19 日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

             ② 昭和 32 年２月 19 日から同年３月１日まで 

    夫は、昭和 19 年 10 月１日から 36 年１月４日までＡ社に継続して勤

務していたが、ねんきん特別便の記録によると、21 年 11 月 30 日から

同年 12 月１日までの厚生年金保険被保険者記録が欠落している。また

同様に、同社Ｄ事業所から同社Ｅ事業所へ転勤した時の 32 年２月 19 日

から同年３月１日までの記録が欠落しているので、申立期間①及び②を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ｂ社が保管している申立人の職員原簿から、申立

人がＡ社Ｃ事業所に昭和 17 年 10 月１日に採用され、兵役を除隊後の 21

年 11 月 15 日にＦ係員として同社Ｃ事業所に復職し、27 年７月１日に同

社Ｄ事業所に異動していたことが確認できる。 



  

   また、同僚は「終戦後の昭和 21 年初めごろから寮に入っていたところ、

申立人がＧ国から戻り、入寮してきた。自身が結婚して退寮する 23 年ま

で一緒だった。」と証言している。 

   これらのことから、申立人は当該期間にＡ社に勤務していたことが認め

られる。 

   一方、年金事務所において、Ａ社Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿が２冊保管されているところ、更新前の被保険者名簿におい

ては、申立人の同社Ｃ事業所における資格取得日は昭和 19 年 10 月１日、

資格喪失日は 21 年 11 月 30 日と記載されているが、更新後の名簿におい

ては、資格取得日は 19 年 10 月１日、資格喪失日は 27 年７月１日と記載

されており、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳においては、資格取

得日は 19 年 10 月１日、資格喪失日は 21 年 11 月 30 日とされ、再度同年

12 月１日に資格を取得している旨が記載されており、それぞれが異なっ

た記載内容となっており、同社Ｃ事業所における申立人の被保険者記録が

適切に管理されていたとは言い難い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人に係るＡ社Ｃ事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日

(昭和 21 年 11 月 30 日)及び資格取得日(同年 12 月１日)に係る記録を取り

消すことが必要である。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ事業所に

おける昭和 21 年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から 240 円とする

ことが妥当である。 

   申立期間②について、Ｂ社が保有している申立人の職員原簿に記載され

た職歴及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤

務し（昭和 32 年２月 19 日に、同社Ｄ事業所から同社Ｅ事業所に異動）、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｅ事業所に

おける昭和 32 年３月の社会保険事務所の記録から１万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は当時の資料が無く不明と回答しており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4604 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を昭和42年６月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を５万6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年５月 31 日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 42 年６月１日付けでＡ社からＢ社に出向したが、Ａ社に

係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日が同年５月 31 日とされており、

被保険者期間に欠落が生じている。 

    Ａ社の人事記録を提出するので、申立期間の被保険者記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び申立人が提出したＡ社の人事記録から判断する

と、申立人が同社及びＢ社に継続して勤務し(昭和 42 年６月１日にＡ社か

らＢ社に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

42年４月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から５万6,000円と

することが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は資格喪失日を昭和 42 年６月１日

として届け出るべきところを誤って同年５月 31 日として届け出たことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年５月

の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が



  

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期

間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4605 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 37 年７月１日から同年９月１日までの期間につ

いて、Ａ社Ｂ支店の事業主は、申立人が同年７月１日に厚生年金保険被保

険者資格を取得し、同年９月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険

事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正し、当該期

間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   また、申立期間のうち、昭和 37 年５月 21 日から同年７月１日までの期

間について、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を同年５月 21 日に訂正

し、当該期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年５月 21 日から同年９月１日まで 

    ねんきん特別便の記録によると、Ａ社に勤務していた昭和 28 年８月

１日から 39 年７月 31 日までの期間のうち、同社Ｂ支店に勤務していた

37 年５月 21 日から同年９月１日までの期間の厚生年金保険の加入記録

が欠落している。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人

と同姓同名で生年月日が１日相違している昭和 37 年７月１日に厚生年金

保険被保険者資格を取得し、同年９月１日に同資格を喪失している基礎年

金番号に未統合の記録が確認できる。 

   また、申立人とＡ社で一緒に勤務したことがある同僚は、申立人が、同



  

社Ｂ支店に業務で応援に行っていたことがある旨を供述している。 

   さらに、上記被保険者原票の厚生年金保険被保険者番号は、申立人がＡ

社で新規に厚生年金保険被保険者資格を取得した時に払い出された番号と

同一番号である。 

   これらを総合的に判断すると、上記の被保険者記録は申立人の記録であ

り、Ａ社Ｂ支店の事業主は、申立人が昭和 37 年７月１日に厚生年金保険

被保険者資格を取得し、同年９月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所に対して行ったことが認められる。 

   なお、当該期間に係る標準報酬月額については、上記の被保険者原票の

記録から、１万 8,000 円とすることが妥当である。 

   申立期間のうち、昭和 37 年５月 21 日から同年７月１日までの期間につ

いて、申立人の供述内容は具体的であり、信 憑
ぴょう

性が認められること、及

び同僚が、「申立人は、一時、Ａ社本社から同社Ｂ支店に応援に行ってい

た。」と供述していることから判断すると、申立人が同社に継続して勤務

し（昭和 37 年５月 21 日に、同社本社から同社Ｂ支店に異動）、当該期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、当該期間に係る標準報酬月額については、上記の被保険者原票の

昭和 37 年７月の記録から、１万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4606 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 32 年 10 月 21 日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年 10 月 21 日から同年 11 月１日まで 

    私は、昭和 32 年７月１日にＡ社Ｃ支社に採用され、同年 11 月１日付

けで同社本社に転勤し、定年まで勤務した。しかし、同年 10 月 21 日か

ら同年 11 月１日までの厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管する人事記録カード及び雇用保険の記録から、申立人がＡ社

に継続して勤務し（昭和 32 年 10 月 21 日に、同社Ｃ支社から同社に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

32 年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、9,000 円とすることが

妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、Ａ社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書における資格取得日

が昭和 32 年 11 月１日となっていることから、事業主が同日を資格取得日

として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る同年

10 月の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4607 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 24 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 10 月１日から 12 年８月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、給与明細書の支給額に比べ少ないので、調査の上、申立期間の

標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、

24 万円と記録されていたことが確認できる。 

   しかし、オンライン記録では、平成 11 年 11 月１日付けで、申立人の申

立期間の標準報酬月額が９万 8,000 円にさかのぼって引き下げられている

上、Ａ社に勤務していた同僚 14 名についても、同日付けで６名が９年 10

月１日に、２名が 10 年 10 月１日にさかのぼって９万 8,000 円に訂正され、

１名は 11 年４月 15 日にさかのぼって 20 万円に訂正されていることが確

認できるとともに、同年４月６日付けで１名が９年９月１日に、４名が同

年 10 月１日にそれぞれさかのぼって９万 8,000 円に訂正されていること

が確認できる。 

   また、申立人が所持している平成９年 10 月分から 12 年７月分までの給

与明細書から、申立人は申立期間において、上記の訂正処理前の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていること

が確認できる。 

   さらに、当時のＡ社の総務部長は、「申立期間当時は、資金繰りが苦し

く、給料の遅配や税金の滞納、ビル賃貸料の未払が常態化し、資金繰りに

苦労していた。」と供述している。 



  

   これらの事実を総合的に判断すると、平成 11 年 11 月１日付けで行われ

た訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において標

準報酬月額をさかのぼって減額訂正する合理的な理由は無いことから、有

効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該処理の結果とし

て記録されている、申立人の９年 10 月から 12 年７月までの期間に係る標

準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 24 万円

に訂正することが必要である。 



  

神奈川厚生年金 事案 4608 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 19 年７月 26 日から同年８月１日まで

の期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者

資格の喪失日に係る記録を同年８月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月

額を 16 万円とすることが必要である。 

   また、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により、賞与から控除されていたことが認められることから、Ａ社に

係る平成 19 年７月 10 日の標準賞与額に係る記録を 17 万円に訂正するこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19 年７月 26 日から同年８月１日まで 

             ② 平成 19 年７月 10 日 

    オンライン記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者の資格喪失日が

平成 19 年７月 26 日になっているが、同年７月 31 日まで勤務していた。 

    会社に健康保険厚生年金保険資格等取得・喪失連絡票の資格喪失日を

平成 19 年８月１日に訂正してもらい国民年金の加入手続を行ったが、

ねんきん特別便によると資格喪失日が同年７月 26 日のまま訂正されて

いない。同年７月分の給与及び同年７月支給の賞与からも厚生年金保険

料は控除されているので、資格喪失日及び標準賞与額の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立人の退職証明書から、申立人が申立期間におい

て同社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、事業主は、厚生年金保険料を当月に控除していると回答している

 



  

ところ、申立人が所持している平成 19 年７月分の給与明細書には、厚生

年金保険料が控除されていた旨の記載が確認できる。 

   さらに、事業主から提出された平成 19 年分給与所得に対する所得税源

泉徴収簿から、申立人は、平成 19 年７月の厚生年金保険料が控除されて

いること、及び同年７月 10 日に支給された賞与から厚生年金保険料が控

除されていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間①については、申立人は、当該

期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られ、申立期間②については、申立人は、その主張する標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

   また、申立期間①の標準報酬月額及び申立期間②の標準賞与額について

は、上記の所得税源泉徴収簿から、申立期間①は 16 万円、申立期間②は

17 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主の申立人に係る厚生年金保険料の納付義務の履行について

は、事業主は履行したとしているが、申立期間①については、事業主は、

申立人が平成 19 年７月 26 日に被保険者資格を喪失した旨の届出を行った

と述べており、申立期間②については、事業主から申立人が同年７月 26

日に被保険者資格を喪失した旨の届出が行われたことから、同年７月 10

日に支給された 17 万円の賞与記録が取り消されたことがオンライン記録

により確認でき、Ａ社の同年８月分の社会保険料等の増減内訳書から、当

該期間の保険料がその後に納付されるべき保険料に充当されていることが

確認できる。これらのことから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間①及び②の保険料について、納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間①及び②に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4609 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12 月５日

は９万 6,000 円、18 年７月５日は 20 万円、同年 12 月５日は 30 万円、19

年７月５日は 40 万円、同年９月５日は 40 万円、同年 12 月５日は 29 万

3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月５日 

             ② 平成 18 年７月５日 

             ③ 平成 18 年 12 月５日 

             ④ 平成 19 年７月５日 

             ⑤ 平成 19 年９月５日 

             ⑥ 平成 19 年 12 月５日 

    私は、平成 17 年 10 月にＡ社に入社して以来、継続して勤務している。

勤務期間の厚生年金保険の記録のうち、同年 12 月の賞与、18 年７月の

賞与、同年 12 月の賞与、19 年７月の賞与、同年９月の賞与及び同年 12

月の賞与の記録が欠落している。賞与の明細書では、厚生年金保険料が

控除されているので、調査し記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の相違について申し立てているところ、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与



  

額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、申立人が所持する賞与支

払明細書において確認できる厚生年金保険料の控除額から、平成 17 年 12

月５日は９万 6,000 円、18 年７月５日は 20 万円、同年 12 月５日は 30 万

円、19 年７月５日は 40 万円、同年９月５日は 40 万円、同年 12 月５日は

29 万 3,000 円とすることが妥当である。  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間当時に賞与支払届の提出を行わなかったため、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、訂正の届出を行っ

たと回答していることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申

立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4610 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 46 年５月１日から同年７月１日までの期間につ

いて、事業主は、申立人が同年５月１日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得し、同年７月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当

時）に対し行ったことが認められることから、申立人のＡ社における厚生

年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、３万 9,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年５月１日から同年７月１日まで 

             ② 昭和 46 年 10 月１日から同年 12 月 26 日まで 

    私は、昭和 46 年５月１日から同年６月 30 日までの期間、Ａ社で勤務

していた。また、同年 10 月１日から同年 12 月 25 日までの期間、Ｂ社

で勤務していたが、この２社に勤務した期間の厚生年金保険の被保険者

記録が無い。当時の勤務経歴のメモがあるので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

おいて、申立人と同姓同名で生年月日が同じ者が昭和 46 年５月１日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得し、同年７月１日に同資格を喪失してい

る基礎年金番号に未統合の厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

   また、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿において、申立人と同姓同

名で生年月日の同じ者の被保険者番号に、申立人に申立期間以前に払い出

された被保険者番号が併記されていることから、上記の記録は申立人の記

録と認められる。 

   これらの事実を総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 46 年５



  

月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年７月１日に同資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者原票の記録

から、３万 9,000 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間②について、申立人の記憶、職務経歴メモ及び同僚の証

言から、申立人はＢ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、当該期間に厚生年金保険の被保険者記録がある同僚は、「申立

人は短期間の勤務であった。Ｃ業界は最初の３か月ぐらいは厚生年金保険

に加入させなかった。私も同様に入社後４か月経過してから厚生年金保険

に加入できた。」と述べている上、Ｂ社の当該期間当時の社会保険担当者

は、「当時のＣ業界は人の出入りが多く、３か月経過を確認してから厚生

年金保険等の社会保険に加入させていた。」と述べていることから、同社

では、入社と同時に厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえ、

申立人についても同様の取扱いがなされたものと考えるのが自然である。 

   また、当該期間において、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書などの資料を所持してい

ない。 

   さらに、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、事

業主は既に死亡していることから、申立人の厚生年金保険料の控除につい

て確認できず、このほかに申立人が当該期間において厚生年金保険料を控

除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4611 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｃ社）におけ

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 41 年 11 月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を、２万 8,000 円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月 30 日から同年 11 月１日まで 

    私は、昭和 41 年４月１日にＡ社に入社し、46 年７月に同社の後継事

業所であるＢ社を退職するまでの期間について、継続して勤務していた

にもかかわらず、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落してい

る。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社は、申立人の初任給算定票及び退職者名簿から、申立人の在籍期間

について「昭和 41 年４月１日入社、46 年７月 31 日退職」である旨の回

答をしていることから判断すると、申立人はＡ社及びＢ社に継続して勤務

し(昭和 41 年 11 月１日にＡ社からＢ社に転籍)、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

41 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

   一方、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は、申立期間より前の昭和

41 年 10 月 30 日まで厚生年金保険の適用事業所としての記録があり、申

立期間において適用事業所の記録が無い。しかし、同社は法人の事業所で

あるところ、同日に同社に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失した



  

41 名がすべてＢ社の新規適用日である同年 11 月１日に同社に係る被保険

者資格を取得していることが確認できることから、Ａ社は申立期間におい

て、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたもの

と判断される。 

   なお、事業主は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、

社会保険事務所に適用事業所に該当しなくなった旨の届出を行ったと認め

られることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4612 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年 12 月 26 日の標準賞与額に係る記録を 30 万

6,000 円に、16 年 12 月 28 日の標準賞与額に係る記録を 30 万円に訂正す

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 26 日 

             ② 平成 16 年 12 月 28 日 

    オンライン記録によると、Ａ社で支給された平成 15 年 12 月及び 16

年 12 月の賞与額の記録が、実際に支給されていた賞与額と異なるので、

標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している平成 15 年 12 月 26 日及び 16 年 12 月 28 日の賞与

明細書から、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与額（15

年 12 月 26 日は 30 万 6,000 円、16 年 12 月 28 日は 30 万円）に相当する

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについては、申立期間当時の元事業主は資料が残っていないため不明と

しているが、厚生年金基金の記録もオンライン記録と同額であることから、

事業主がオンライン記録どおりの標準賞与額を届け、その結果、社会保険

事務所（当時）は、申立人の主張する標準賞与額に見合う保険料について

納入の告知は行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4613 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所(当時)に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額を 41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年 10 月１日から 16 年１月１日まで 

    会社が倒産したこともあり厚生年金保険が気になっていたところ、届

いたねんきん定期便をみると、平成 15 年 10 月から同年 12 月までの標

準報酬月額が前後の期間に比べて低くなっていることに気が付いた。標

準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、申立人が主張する 41 万円と記録されていたところ、平成

15 年 12 月 24 日付けで同年 10 月１日にさかのぼって９万 8,000 円に引き

下げられていることが確認できる。 

   また、Ａ社の申立期間における厚生年金保険被保険者 104 名中、申立人

を含む 83 名の標準報酬月額がさかのぼって９万 8,000 円に引き下げられ

ていることが確認できるが、社会保険事務所（当時）において、このよう

な処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   さらに、申立人が所持している給与明細書から、訂正前の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

   加えて、滞納処分票により、Ａ社が申立期間において、厚生年金保険料

を滞納していたことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に

ついて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額を、当初事業主が社会保険事務所に届け出た 41 万円に訂

正することが必要であると認められる。 



  

神奈川厚生年金 事案 4614 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額を 38 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年 10 月１日から 56 年 10 月１日まで 

    昭和 55 年 10 月から 56 年９月までの厚生年金保険の標準報酬月額は

８万円となっているが、私の所持している給与明細書では 30 万円以上

の給与が支給されているので、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間の標準報酬月額は８万円と

記録されている。しかし、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票には、昭和 55 年 10 月１日の定時決定において、標準報酬月額は

38 万円と記載されていることが確認できる。 

   また、事業主は、現在、給料は当月締めの当月払いであり、申立期間も

同様であったと推認できると回答しているところ、申立人が所持している

給与明細書をみると、昭和 55 年 12 月から 56 年９月までの支給額は 35 万

円以上となっている上、控除されている厚生年保険料は、38 万円の標準

報酬月額に見合っていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主が社会保険事務所に届け出た標準

報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることか

ら、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 38 万円に訂正することが必

要と認められる。

 



 

  

神奈川国民年金 事案 4795 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年１月から３年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年１月から３年３月まで 

私は、20 歳になった平成元年＊月ごろに、父親に勧められたので、母親

と一緒に市役所へ行き、国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料に

ついては、すべて母親が納付しており、申立期間の保険料も母親が納付し

てくれたはずである。 

申立期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった平成元年＊月ごろに、その父親に勧められたので、

その母親と一緒に市役所へ行き、国民年金の加入手続を行ったと主張してい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号は、３年９月に払い出されていること

が確認でき、加入手続時期についての申立人の主張と一致しない上、申立人

は、継続して同一市内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立人の母親は、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張

しているが、申立期間直後の平成３年４月から同年９月までの保険料が、申

立人の国民年金手帳記号番号が払い出された同年同月にまとめて納付されて

いることが、オンライン記録により確認できることから、その母親が、申立

人の保険料の納付を始めたのは、当該期間の保険料からであると考えるのが

自然である上、口頭意見陳述を実施した結果においても、その母親が、申立

期間の保険料を納付していたとの心証を得ることはできなかった。 

   さらに、申立人は、申立期間当初の平成元年＊月から４年３月までは、専

門学校の学生であったとしていること、及び３年４月からは、学生も国民年

金の強制加入被保険者とされていたことから、申立期間は、国民年金の任意



 

  

加入期間であり、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された同年９月の

時点では、元年＊月までさかのぼって国民年金の被保険者資格を取得するこ

とはできず、申立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付す

ることができない期間であったと推認される。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4796 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 61 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 61年 12月まで 

私は、平成元年の初めごろ、区役所で国民年金の加入手続を行い、その

時点でさかのぼれる期間の国民年金保険料をさかのぼって納付したが、そ

れとは別に、いつかは分からないが、保険料の未納通知が届いたので、両

親が昭和 61 年 12 月より前の分として、区役所でまとめて納付してくれた

ということを聞いた。それにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その両親が申立期間の国民年金保険料をまとめて納付してくれ

たと述べているが、申立人の保険料を納付したとするその両親は、金額につ

いては記憶があるものの、未納通知が届いた時期やその保険料を納付した時

期等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料の納付状況が不明で

ある。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険

者資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは平成元年２

月ごろと推認され、その時点において、申立期間は時効により国民年金保険

料を納付することができない上、当該期間の保険料を納付するためには、別

の手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人は、出生時から手帳記

号番号の払い出された時期を通じ、同一区内に居住しており、別の手帳記号

番号が払い出されることは考えにくく、その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、口頭意見陳述においても新たな証

言や証拠を得ることができず、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと



 

  

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4797 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年２月から 62 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 53年２月から 62年６月まで 

私は、昭和 53 年 12 月に結婚し、区役所に婚姻届を提出した際に国民年

金の加入手続を行った。国民年金保険料については、送られてきた納付書

を使用して区役所で納付した。現在所持している国民年金手帳に記載され

ている住所は、結婚後の区内での転居先の住所になっており、結婚当初の

住所の記載がないので、転居前の住所が記載された別の年金手帳がもう１

冊あったと思う。 

その後、ほかの市に転居し、住所変更の届出を行った際、国民年金手帳

の申立期間の国民年金記録欄の一部を消され、新たに記録を書き直された

が、そのことにより国民年金保険料の納付記録を削除されたに違いない。

これほど長期間にわたって保険料を納付しなかったとは考えられない。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年 12 月の結婚を契機に国民年金に加入して、国民年金

保険料の納付を開始したと主張している。しかし、申立人が国民年金の加入

手続を行った時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与さ

れた被保険者の加入手続時期や保険料納付開始時期などから、平成元年８月

から同年 10月までの間と推認され、申立内容と一致しない。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付するには、別の国民年金手帳記号

番号が払い出される必要があるが、申立期間の前後を通じて同一区内に居住

していた申立人に対して、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情は見当たらず、その形跡も認められない。 

   さらに、申立人は、前述のとおり平成元年８月から同年 10 月までの間に国



 

  

民年金の加入手続を行っていることが推認でき、その時点では、申立期間の

国民年金保険料については、時効により納付することができないことから、

さかのぼって納付することが可能な昭和 62 年７月から保険料の納付を始め

たと考えるのが自然である。 

   加えて、申立人は、国民年金手帳の国民年金の記録欄を書き直されたとき

に納付記録が消されたと主張しているが、当該記録欄を書き直すことにより

納付記録が消えるとは考えにくく、納付記録が消えたことをうかがわせる形

跡も認められない。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、口頭意見陳述によっても新たな証

言や証拠を得ることができず、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4798 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年 12 月から 54 年３月までの期間、58 年４月から 59 年 10

月までの期間及び平成 11 年３月から同年８月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 12月から 54年３月まで 

② 昭和 58年４月から 59年 10月まで 

③ 平成 11年３月から同年８月まで 

私の父親は、私が 20 歳になったころに、私の国民年金の加入手続を行っ

た。申立期間①の国民年金保険料については、父親が郵送されてきた納付

書により納付した。申立期間②については、私が大学を卒業後、国民年金

の再加入手続を行い、郵送されてきた納付書により保険料を納付した。申

立期間③については、私が会社を退職後、厚生年金保険から国民年金への

切替手続を区役所で行い、納付書により金融機関で保険料を納付した。申

立期間①及び②の保険料が未納とされていること、及び申立期間③が未加

入で保険料を納付していないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、その父親が申立人の国民年金の加入手続

を行い、当該期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、その

父親は申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付についての記憶が定か

ではなく、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立期間①及び②について、申立人の所持する年金手帳の国民年金

の住所欄には、申立期間②後に転居した先の住所が記載されている上、申立

人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者の資格取得日から、平成７年

ごろに払い出されていることが確認できることから、当時、当該期間は未加

入で国民年金保険料を納付することができない期間であり、申立人に対して

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらな



 

  

い。 

   さらに、申立期間③について、申立人は、厚生年金保険から国民年金への

切替手続を行い、納付書により当該期間の国民年金保険料を納付していたと

主張しているが、申立人の所持する年金手帳の国民年金の記録欄には、切替

手続を行った形跡は無く、オンライン記録によると、当時、申立人に対して

国民年金の加入勧奨が行われていたことが確認できることから、申立人の主

張と一致しない上、当該期間は未加入期間であり、保険料を納付することが

できない期間である。 

   加えて、申立期間③は、平成９年１月の基礎年金番号制度の導入後の期間

であり、基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図ら

れていた状況下において、当該期間の記録管理が適切に行われていなかった

とは考えにくい。 

   その上、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無い上、口頭意見陳述にお

いても、具体的な納付を裏付ける新しい証言や証拠を得ることができなかっ

た。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4799 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年９月から 53 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年９月から 53年 12月まで 

私は、昭和 49年９月ごろに、区役所で国民年金の加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料については、納付書に現金を添えて、私が、

郵便局又は銀行で納付したと思うが、納付時期や納付金額については憶
おぼ

え

ていない。 

申立期間の国民年金保険料が未納又は国民年金の未加入期間とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年９月ごろに、区役所で国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料については、納付書に現金を添えて、郵便局又は銀

行で納付したと思うと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前

後の番号の任意加入者の被保険者資格取得日から、申立人の国民年金の加入

手続が行われたのは、54 年１月ごろであると推認できることから、加入手続

時期についての申立人の主張と一致しない。 

   また、加入手続が行われたと推認できる昭和 54 年１月の時点では、申立期

間の国民年金保険料はさかのぼって納付することとなるが、申立人は、保険

料をさかのぼって納付したことは無いとしている上、申立期間の保険料の納

付時期や納付金額等についての記憶が曖昧
あいまい

であることから、申立期間当時の

保険料の納付状況は不明である。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年 12 月に、その当時

申立人が居住していた区において払い出されていることが確認でき、申立人

が国民年金の加入手続を行ったとする区において、別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 



 

  

   加えて、オンライン記録では、申立期間のうち、昭和 52 年４月から 53 年

12 月までの期間は、国民年金の未加入期間とされていることから、国民年金

保険料を納付することができない期間である。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4800 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年６月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年６月から 61年３月まで 

私は、父親に勧められて国民年金に任意加入し、第３号被保険者になる

昭和 61 年３月まで、国民年金保険料を口座振替で納付していた。59 年６

月に任意加入被保険者の資格喪失の手続をした記憶は全く無く、申立期間

が未加入となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、任意加入被保険者の資格喪失手続を行った記憶

も無く、当該手続を行う理由も見当たらないと主張している。しかし、申立

人の任意加入被保険者の資格喪失日については、申立人が所持する年金手帳

及びオンライン記録の双方とも昭和 59 年６月１日とされていることから、

不自然な点は見当たらない。 

   また、申立期間当時、申立人が居住していた市が作成した国民年金納付記

録においても、申立期間は未加入期間とされていることから、昭和 59 年６

月に申立人の被保険者資格喪失手続が行われたと考えるのが合理的であり、

申立期間は未加入期間で国民年金保険料を納付することができなかったと考

えるのが自然である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4801 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 61年３月まで 

私は、時期や場所については定かではないが、私の父親が私の国民年金

の加入手続を行ったと思う。申立期間の国民年金保険料については、父親

が納付書により金融機関で納付した。申立期間が未加入で保険料が未納と

されていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国

民年金保険料を納付していたと主張しているが、加入手続を行ったとするそ

の父親は、国民年金の加入手続についての記憶が定かではなく、申立人の国

民年金の加入状況が不明である。 

   また、申立人は、自身の年金手帳について、昭和 61 年４月に就職して厚生

年金保険の被保険者となった際に発行されたものであるとしている上、オン

ライン記録も申立期間は未加入期間であることから、国民年金保険料を納付

することができない期間であるとともに、申立人に対して国民年金手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人は、その父親が申立期間当時に作成したとする大口支出明

細を記載した冊子を保管しており、その明細には、一人分の申立期間の国民

年金保険料額が記載されているものの、当時、申立人の母親は国民年金に加

入し、保険料を納付していたことが確認できる上、申立人の父親はその保険

料を納付していたことを記憶していることから、当該保険料額は申立人の母

親の保険料と推認できる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ



 

  

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4802 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

昭和 35 年 10 月ごろ、私は国民年金の制度が発足したことを知り、国民

年金の加入手続を区役所で行った。その際発行された水色の国民年金手帳

を所持している。 

申立期間の国民年金保険料については、納付時期、金額、まとめて納付

したかどうかなどについて具体的な記憶は無いが、私が納付したはずであ

る。今回、年金手帳に貼
は

ってある領収書の期間とその直後の１年分の記録

が無いことに気付いた。申立期間の保険料が未納又は全額免除とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間のうち昭和 36 年４月から 38 年３月までの期間につい

て、一括納付したことを示す領収書を所持していることから、当該期間の国

民年金保険料を納付したと主張している。確かに、申立人の所持している

「納付書・領収証書」については、「附則第 13 条」の略称と考えられる

「⑬」の記載や金額から、45 年７月から 47 年６月までの期間に実施された

第１回特例納付用のものと考えられる。 

   しかし、当該納付書を用いて国民年金保険料を納付した場合、申立人の手

元に残らないはずの「領収控」（金融機関が保管）及び「領収済通知書」

（社会保険事務所（当時）が保管）の２枚が切り取られずに３枚綴
つづ

りのまま

残っており、３枚共に金融機関等の領収印が全く押されていないことから、

保険料の納付に使用されたとは考えにくく、当該納付書をもって申立人が当

該期間の保険料を納付したものと認めることはできない。 

   また、申立人は、昭和 38 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料の免



 

  

除期間についても、保険料を納付していたと主張しているが、免除の申請を

せずに保険料を納付したのか、免除の申請が承認された後に、保険料の追納

を行ったのか定かではないなど、具体的な記憶が曖昧
あいまい

であり、当該期間の保

険料の納付状況が不明である。 

   さらに、申立人はその夫の国民年金保険料を一緒に納付していたかについ

ては定かではないとしているが、申立人とその夫の国民年金手帳記号番号は

連番で払い出されていることに加え、特殊台帳の記録では夫婦の保険料の納

付日はすべて一致しており、その夫も申立期間について未納又は全額免除期

間とされているなど、申立人と同一の記録であることを考え合わせると、申

立人のみが申立期間の保険料を納付していたとは考えにくい。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4803 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年８月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46年８月から 49年３月まで 

私は、就職した会社で厚生年金保険に加入できなかったので、昭和 46 年

ごろに、母親が、区役所で私の国民年金の加入手続を行ったと思う。 

その後、母親が、私の国民年金保険料を納付してくれていたはずであり、

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年ごろに、その母親が、申立人の国民年金の加入手続を

行い、申立人の国民年金保険料を納付してくれていたはずであると主張して

いるが、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続等を行ったとするその母親は、既に

亡くなっていることから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の

納付状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険

者資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、昭和 52

年４月ごろであると推認できることから、加入手続時期についての申立人の

主張と一致しない上、申立人の手帳記号番号は、51 年９月に払い出されてい

ることが確認でき、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期を通じ

て、同一区内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4804 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年 10 月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年 10月から 55年３月まで 

私は、20 歳になった昭和 52 年＊月ごろに、私の父親が私の国民年金の

加入手続を行ったと思う。申立期間の国民年金保険料について、納付方法

等は具体的に分からないが、当時、私は学生であったことから、父親が納

付していた。申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年＊月ごろに、その父親が申立人の国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は国民年

金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の

加入手続を行い、保険料を納付していたとする申立人の父親は既に他界して

いることから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が

不明である。 

   また、申立人は、申立人の所持する年金手帳について、昭和 55 年４月に就

職して、厚生年金保険の被保険者となった際に交付されたものとしている上、

申立人の国民年金手帳記号番号は、被保険者台帳管理簿によると平成３年４

月に払い出されていることが確認でき、オンライン記録も申立期間は未加入

期間であることから、国民年金保険料を納付することができない期間である

とともに、申立人は申立期間から手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内

に居住しており、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



 

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4805 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年１月から 40 年３月までの期間、41 年４月から 43 年３

月までの期間、44 年４月から 45 年８月までの期間、47 年２月から 48 年 12

月までの期間及び 49 年７月から 50 年 12 月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 37年１月から 40年３月まで 

② 昭和 41年４月から 43年３月まで 

③ 昭和 44年４月から 45年８月まで 

④ 昭和 47年２月から 48年 12月まで 

⑤ 昭和 49年７月から 50年 12月まで 

私は、昭和 53 年２月に国民年金に加入し、36 年以降の未納であった国

民年金保険料として、毎月約１万円から２万円ずつをさかのぼって約２年

間にわたって納付しており、その合計額は約 20 数万円に及ぶ。当時の区の

担当者から、「今後も納付を続ければ、40 年を満たす。」と言われた記憶

がある。保険料を納付したときの領収書が束になるほどあったが、年金支

給が始まった後に処分してしまったので、今となっては、証明することは

できない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年２月ごろから過去の未納であった国民年金保険料につ

いて、毎月１万円から２万円ずつを約２年間にわたって納付し、その合計額

は約 20 数万円に及ぶと述べている。しかし、申立人が納付していたとする

額は、同年７月から 55 年６月までの期間に実施されていた第３回特例納付

を併用して保険料をさかのぼって納付していた場合の実際の金額を大きく下

回り、申立内容と一致しない上、36 年４月から同年 12 月までの特例納付し

た保険料、51 年１月から 53 年１月までの定額保険料及び同年２月から別の

区へ転出する 55 年３月までの付加保険料と定額保険料を合計すると、申立



 

  

人の主張する額に見合う額となることから、申立人が申立期間の保険料を納

付していたとは考えにくい。 

   また、申立人は、昭和 53 年２月当時住んでいた区において、国民年金加入

手続を行い、同年同月からの付加保険料を含む国民年金保険料の納付を開始

するとともに、その時点で、さかのぼって納付が可能な 51 年１月から 53 年

１月までの保険料について、過年度納付を開始しており、さらには、同年７

月に 36 年４月から同年 12 月までの保険料を特例納付している。これらの過

去の保険料について一連の納付を行った理由は、当時、同区において、申立

人の過去の厚生年金保険及び国民年金の加入記録を把握できず、申立人が 53

年２月から 60 歳に到達する前月の平成 12 年＊月まで保険料を欠かさず納付

し続けたとしても、老齢年金の受給資格期間を満たせないと判断していたた

め、申立人に対して、受給資格期間を満たすために必要となる納付月数を考

慮した過年度納付及び特例納付を助言していたことによるものと考えるのが

自然である。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（確定申告書、家計簿等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4806 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から同年６月まで 

私の、昭和 54 年４月から同年６月までの国民年金保険料は還付された記

録になっているとのことだが、私にはその記憶が無い。還付されたとする

保険料額 9,900 円は、その当時の私には大金で、還付されたとすれば必ず

憶
おぼ

えているはずだ。年金事務所で、その証拠である特殊台帳というものを

見せられたが、私が還付金を受け取ったというサインがあるわけでもなく、

このようなものが還付の証拠だと言われても到底納得できない。 

申立期間の国民年金保険料が還付されたことにより、未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料が還付された記録になっていること

について、還付されたとするその保険料額は、当時の申立人にとって大金で、

還付されれば必ず憶
おぼ

えているはずと主張している。 

   申立人の特殊台帳には、申立期間の国民年金保険料相当額 9,900 円が「徴

収決定外誤納」を理由として昭和 56 年８月に還付された記載があること、

申立期間を含む 54 年４月から同年９月までの保険料が過年度で納付され、

その納付月が８月と記載されていることから、申立人は申立期間の保険料を

56 年８月にいったん納付したが、納期限より２年を経過した期限後の納付で

あることが判明し、当該期間の保険料相当額 9,900 円が申立人に還付された

ものと考えても不合理ではないことに加え、特殊台帳に記載された金額

9,900 円は、当該期間の保険料相当額と一致していることを考え合わせると、

還付対象となる保険料納付済期間、還付期間及び還付金額について不自然さ

は見当たらず、還付は正当に行われたと認められる。 



 

  

   また、申立人は、年金事務所において特殊台帳に当該還付の記載があるこ

との説明を受けたものの、当該台帳には申立人が還付金を受領した旨のサイ

ンが無いことなどを理由に、そのような台帳の存在では、還付されたことを

認めることはできないと述べている。しかし、国民年金保険料還付事務に当

たり、被保険者が還付金を受領したあかしとして、被保険者にサイン等を求

める旨の規定は無く、特殊台帳によって還付を正当とすることに納得がいか

ない旨の申立人の主張は不合理である。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について還付された記憶は

無いという主張に終始し、申立期間当時の保険料の納付状況等、申立人に申

立期間の保険料が還付されなかったとする主張について具体的な供述は得ら

れず、単に「還付された記憶は無い。」という主張のみをもって、還付が正

当に行われなかったと考えることは困難である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4807 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年 10 月から 53 年６月までの期間、55 年３月から 56 年６

月までの期間、平成元年８月から３年３月までの期間、同年７月、同年９月、

同年 12 月、４年３月から同年４月までの期間、同年６月、５年７月、同年

10 月、同年 12 月及び６年２月の国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 51年 10月から 53年６月まで 

② 昭和 55年３月から 56年６月まで 

③ 平成元年８月から３年３月まで 

④ 平成３年７月 

⑤ 平成３年９月 

⑥ 平成３年 12月 

⑦ 平成４年３月から同年４月まで 

⑧ 平成４年６月 

⑨ 平成５月７月 

⑩ 平成５年 10月 

⑪ 平成５年 12月 

⑫ 平成６年２月 

私は、昭和 51 年 10 月に会社を辞めた後、母親が市役所で私の国民年金

の加入手続を行い、市役所及び郵便局で申立期間①の国民年金保険料を納

付してくれていたと聞いている。 

その後、私は、次の会社を昭和 55 年３月に辞めてから半年後に市役所で

国民年金の加入手続を行い、窓口で、｢ここまではさかのぼって納付でき

る。」と言われたので、さかのぼれる期間の国民年金保険料の一部を、手

持ちのお金からまとめて納付し、残りの分及び加入手続後の保険料は、後

日納付書で市役所及び郵便局で納付した。 

その後、平成元年８月に次の会社を辞めた後、１か月以内に区役所の出



 

  

張所で国民年金の加入手続を行い、申立期間③後の国民年金保険料を、継

続的に区役所の出張所及び郵便局で納付していた。 

申立期間①については母親が、申立期間②から⑫までについては私が、

国民年金保険料を納付したにもかかわらず、申立期間①及び②が未加入、

申立期間③から⑫までの保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納

付について、直接関与しておらず、同期間の加入手続を行い保険料を納付し

たとするその母親は、加入手続の時期等を憶
おぼ

えておらず、保険料の納付の時

期や場所等についても分からないと述べるなど、同期間当時の加入状況及び

納付状況について不明である。 

   また、申立人は、昭和 51 年 10 月に会社を辞めた後、その母親が市役所で

国民年金の加入手続を行ったと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番

号の前後の番号の任意加入者の被保険者資格取得日から、申立人の加入手続

時期は、平成４年７月ごろと推認され、申立内容と合致せず、その時点にお

いては、申立期間①、②及び③の一部は時効により国民年金保険料を納付す

ることができない期間であり、同期間の保険料を納付するためには申立人に

別の手帳記号番号が払い出される必要があるが、その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人の未納及び未加入期間は十数箇所にも及び、これだけの回

数の事務処理を複数の行政機関が続けて誤るとは考えにくい上、申立期間③

当初である平成元年８月から平成７年度までの間は、納付済みとなっている

期間はすべて過年度納付されており、このうち収納日を確認することができ

る期間はすべて時効直前に過年度納付されているなど、申立人が、時効直前

に国民年金保険料を納付しようとしたものの、この期間に属する申立期間③

から⑫までについては、時効が成立してしまい、納付することができなかっ

た可能性がうかがえる。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4808 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年６月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成９年６月から同年９月まで 

私は、平成３年６月に会社を退職した際、国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付してきた。９年６月に、次の会社を退職した際も、

同様に国民年金の加入手続を行い、保険料を納付してきたはずである。私

は、申立期間が未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間において、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付したはずとしているが、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関

する申立人の記憶は曖昧
あいまい

であり、当該期間当時の国民年金の加入状況及び保

険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人に対し、平成９年１月に付番された基礎年金番号とは別の基

礎年金番号が払い出されたことにより申立期間の国民年金保険料が納付され

た可能性も精査したが、申立人は、20 歳になったときから当該期間を通じて、

同一区内に居住しており、別の基礎年金番号が払い出されるとは考えにくく、

その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていた

状況下において、当該期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考え

にくい。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4809 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から平成８年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から平成８年３月まで 

私は、昭和 56 年 10 月ごろに夫婦二人の国民年金保険料の免除の申請手

続を行い、転居後も、毎年４月ごろに区役所で国民健康保険料の減免手続

と一緒に、夫婦二人の国民年金保険料の免除の申請手続を行っていた。申

立期間の保険料が免除されておらず、未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 56 年 10 月ごろに、夫婦二人の国民年金保険料の免除の申

請手続を行い、転居後も、毎年４月ごろに区役所で国民健康保険料の減免手

続と一緒に、夫婦二人の国民年金保険料の免除の申請手続を行っていたと主

張しているが、転居後の区の記録によると、申立人は平成３年 12 月６日に

国民健康保険の加入手続を行っていることが確認できることから、申立内容

と一致しない。 

   また、申立人と一緒に免除の申請手続を行っていたとするその妻も、昭和

60 年４月から平成６年３月までの期間について、国民年金保険料が未納とさ

れ、保険料の納付を免除されていない。 

   さらに、申立人は、申立期間を通じて同一区内に居住し続けており、同一

の行政機関が 11 年の長期間にわたって記録管理を続けて誤ることは考えに

くい。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す

関連資料が無く、ほかに申立期間の保険料が免除されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4810 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年 12 月から２年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年 12月から２年３月まで 

私は、会社を退職したため、平成２年１月ごろに、現在所持している年

金手帳を持参し、市役所で、私の国民年金の加入手続及び妻の国民年金被

保険者種別変更手続を国民健康保険の加入手続と一緒に行った。国民年金

保険料については、妻が、納付書で私と妻の二人分を一緒に納付したはず

である。申立期間について、一緒に納付していた妻は、保険料が納付済み

であるのに、私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成２年１月ごろに、現在所持している年金手帳を持参し、市

役所で、国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、その年金手帳に記

載されている申立人の国民年金手帳記号番号は、７年４月ごろに払い出され

ていることが確認できることから、加入手続時期についての申立人の主張と

一致しない上、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期を通じて、

同一市内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、上述のとおり、平成７年４月ご

ろに払い出されていること、及び申立人の２年４月の国民年金の被保険者資

格喪失日及び７年３月の被保険者資格取得日は、同年４月に追加されている

ことがオンライン記録により確認できることから、元年 12 月の被保険者資

格の取得も７年４月に行われたものと考えるのが合理的であり、同年同月時

点まで、申立期間は、国民年金の未加入期間であったと推認され、国民年金

保険料を納付することができない期間であったと考えられる。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料



 

  

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4811 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年１月から同年２月までの期間及び同年３月から 61 年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 44年１月から同年２月まで 

② 昭和 44年３月から 61年３月まで 

私は、昭和 43年 12 月 31日付けで勤務していた会社を退職した際、総務

課の職員から、「退職日の 12 月 31 日は、行政機関が休みのため、年明け

に必ず国民年金の加入手続をすること。」と言われたため、44 年１月に市

役所で国民年金の加入手続を行い、水色の国民年金手帳が交付されたこと

を記憶している。申立期間①の国民年金保険料については、当初、１か月

分 300 円ぐらいを市役所の窓口で納付した。申立期間②の保険料について

は、保険料額や納付方法については詳しく憶
おぼ

えていない。申立期間①の保

険料が未納とされていること、及び申立期間②が未加入で保険料を納付し

ていないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43 年 12 月に会社を退職した後、44 年１月に当時居住して

いた地域の市役所で国民年金の加入手続を行い、同市役所で申立期間①の国

民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号

番号の前後の番号が付番された任意加入者の資格取得時期から、申立人は、

平成３年５月ごろに国民年金の加入手続を行ったものと推認できることから、

申立内容と一致しない。 

   また、申立期間①当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていた形跡も見当たらないほか、申立期間②は未加入期間であったことから、

国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立期間①及び②は合わせて 207 か月にも及ぶ上、申立人は、申



 

  

立期間内に異なる市区町村に居住しており、これだけの長期間にわたる事務

処理を複数の行政機関が続けて誤ることは考えにくい。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4812 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年８月から 41 年７月までの期間及び 43 年 12月から 45 年

２月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 39年８月から 41年７月まで 

② 昭和 43年 12月から 45年２月まで 

申立期間①について、私の父親は、私が学生であった昭和 39 年８月ごろ

に、新聞に掲載された障害年金又は学生の加入促進の記事を見たことを契

機に、町役場で私の国民年金の加入手続を行い、町役場で国民年金保険料

を納付していた。 

申立期間②について、私の父親は、私が昭和 43 年 12 月に病気で会社を

退職後すぐに、町役場で私の船員保険から国民年金への切替手続を行い、

国民年金保険料を納付していた。 

申立期間①及び②が未加入で、国民年金保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が昭和 39 年８月ごろに申立人の国民年金の加入手続を

行い、その後、43 年 12 月ごろに申立人の船員保険から国民年金への切替手

続を行い、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたと主張してい

るが、申立人自身は、国民年金の加入手続等に直接関与しておらず、その父

親から国民年金手帳を渡された記憶も無い上、申立人の加入手続等を行い、

保険料を納付していたとするその父親は、既に亡くなっていることから、申

立期間①及び②当時の国民年金の加入状況、切替状況及び保険料の納付状況

が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号の第３号被保険者の資格取得手続日から、昭和 63



 

  

年５月ごろであることが推認できることから、申立期間①及び②は国民年金

の未加入期間で国民年金保険料を納付することができない期間であり、申立

人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当た

らない。 

   さらに、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（確定申告書、預金通帳等）が無く、ほかに申立期間①及び②の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4813 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年１月から 51 年 11 月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年１月から 51年 11月まで 

私は、昭和 39 年１月ごろ、友人から国民年金の話を聞いたことを契機に、

区役所で国民年金及び付加年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年

金保険料については、付加保険料を含めて私が区役所又は郵便局で納付し

ていたにもかかわらず、申立期間が未加入で、定額保険料及び付加保険料

が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年１月ごろ、友人から国民年金の話を聞いたことを契機

に、区役所で国民年金及び付加年金の加入手続を行ったと主張しているが、

付加年金制度は 45 年 10 月から開始されている上、国民年金の話をしていた

とする友人は、46 年 11 月に国民年金及び付加年金の加入手続を行ったこと

が確認できることから、申立内容と一致しない。 

   また、申立人は、昭和 51 年 12 月に任意加入している上、申立人が所持し

ていたとするオレンジ色の年金手帳は、49 年以降に交付されたものであるこ

とから、申立期間は国民年金の未加入期間で国民年金保険料を納付すること

ができない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間は 155 か月と長期間に及んでおり、これだけの期間にわ

たる事務処理を行政機関が続けて誤るとは考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、預金通帳等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料について付加保険料を含めて納

付していたものと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4814 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 51年３月まで 

私は、昭和 45 年ごろに、区役所で私の夫の国民年金の加入手続を行った。

加入手続後の国民年金保険料については、私が、１か月ごとに自宅に来て

いた集金人に夫婦二人分を一緒に納付していたが、夫婦別々に納付したこ

ともあったと思う。加入手続後について保険料を納付していないとは考え

られず、私の申立期間の保険料は一部納付済みであるにもかかわらず、夫

の申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その妻が、集金人に１か

月ごとに夫婦二人分を一緒に納付したり、夫婦別々に納付したりしていたと

主張しているが、申立人が居住していた市では、当時、保険料の納付は３か

月ごとであったこと、及び申立期間のうち、夫婦二人分の保険料を別々に納

付していた時期及び納付金額についての記憶が定かではないことから、保険

料の納付状況が不明である。 

   また、申立人は、国民年金の加入手続後から国民年金保険料を納付してい

ないとは考えられないと主張しているが、申立人の所持する領収書によると、

申立人に国民年金手帳が交付された昭和 45 年１月以降の期間を含む、36 年

４月から 47 年３月までの期間の保険料について、申立人は、60 歳に到達し

た 54 年＊月に特例納付していることが確認でき、加入手続後であり保険料

を納付していたとする 45 年１月から 47 年３月までの期間について、保険料

が還付されていた形跡はうかがえないことから、当該期間は 54 年＊月に特



 

  

例納付により納付されるまでは未納であったと推認できることから、申立人

の主張と一致しない。 

   さらに、申立人は、60 歳に到達した昭和 54 年＊月に申立期間を除く未納

期間について特例納付していることが確認できるが、その時点で国民年金保

険料の納付済期間を合算すると、申立人の年金受給資格を得るために必要な

加入月数 168 か月を確保できることから、当時、申立人は、年金受給資格を

取得するために特例納付したものと考えるのが合理的であり、申立期間は未

納期間であったものと認識していたとするのが自然である。 

   加えて、申立人は、国民年金手帳が交付された時期から申立期間を通じて

同一市内に居住しており、同一の行政機関が長期間にわたり記録管理を続け

て誤ることは考え難い。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4815 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 63 年４月から平成元年５月までの期間、同年 12 月から２

年４月までの期間及び９年３月から 10 年１月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月から平成元年５月まで 

② 平成元年 12月から２年４月まで 

③ 平成９年３月から 10年１月まで 

申立期間①について、昭和 63 年４月ごろ、私は、父親から、私の実家の

ある市で、私の国民年金の加入手続を行ったと言われ、年金手帳を受け取

った。 

国民年金保険料は、父親が納付書に現金を添えて納付してくれた。 

申立期間②及び③について、私は、それまで勤めていた会社を退職し、

時期や場所について憶
おぼ

えていないが、厚生年金保険から国民年金への切替

手続を行った。 

国民年金保険料は、時期や場所についてはっきりと憶
おぼ

えていないが、私

が納付書に現金を添えて納付した。 

申立期間①について、父親が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納付してくれ、申立期間②及び③について、私が切替手続を行い、保

険料を納付したにもかかわらず、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、その父親が国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料は、納付書に現金を添えて納付してくれたと述べているが、

その父親が保険料を納付した時期、場所及び保険料額等については分からな

いと述べている上、加入手続後に、保険料を納付してくれたとするその父親

から、当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不

明である。 



 

  

   また、申立期間②及び③についても、申立人はそれまで勤めていた会社を

退職し、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、当該期間の国民年

金保険料は納付書に現金を添えて納付したと述べているが、切替手続の時期

や場所、納付時期や納付金額等を憶
おぼ

えておらず、当時の状況が不明である。 

   さらに、申立期間①及び②について、当該期間当時、申立人と同住所地に

住民登録をしていたその姉の国民年金手帳記号番号は申立人の手帳記号番号

と近いことから、ほぼ同時期に加入手続が行われたと推認され、その姉の当

該期間の国民年金保険料も大半は未納である。 

   加えて、申立期間③について、オンライン記録では平成 11 年５月に資格記

録の補正処理が行われており、現在、当該期間の前後は、厚生年金保険の被

保険者期間であるものの、同年同月に同処理がなされるまでは、国民年金の

被保険者資格のままであったことから、厚生年金保険から国民年金への切替

手続を適切に行ったとする申立人の主張と一致しない上、当該期間は、９年

１月の基礎年金番号導入後の期間であり、国民年金保険料の収納事務の電算

化が図られていた状況下において、記録管理が適切に行われていなかったと

は考えにくい。 

   その上、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4816 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年３月から８年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年３月から８年４月まで 

私は、申立期間当時は派遣社員として働いていたが、厚生年金保険に加

入できないことが分かったので、平成７年３月ごろに、当時、Ａに勤務し

ていた夫と一緒に区役所の保険年金課に行き、国民年金及び国民健康保険

の加入手続を行った。 

その際、私の住民票がある実家ではなく、当時、私が居住していたマン

ションに国民年金保険料の納付書が送付されるように手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料については、送付された納付書により金融機

関又は郵便局で納付していたにもかかわらず、申立期間が未加入とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成７年３月ごろに、区役所で国民年金の加入手続を行い、納

付書により金融機関又は郵便局で国民年金保険料を納付していたと主張して

いるが、申立人は、国民年金の加入手続時に、年金手帳を持参したり、新た

な年金手帳を受け取ったりした記憶が無く、保険料の具体的な納付場所、納

付時期及び納付金額についての記憶が定かではないことから、申立期間当時

の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人に、国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる形跡が見当たらない上、オンライン記録でも、申立人が国民年金に加

入していた記録は見当たらないことから、申立期間は国民年金の未加入期間

で、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



 

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 4817 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年８月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 51年８月から 54年３月まで 

私は、昭和 51 年８月ごろに会社を退職し、自分で会社を設立したので、

妻が、区役所に行き、私と妻の国民年金及び国民健康保険の加入手続を行

った。 

国民年金保険料については、一括して納付すると割引があったので、加

入後５、６年ぐらいは、年度初めに、妻が区役所で夫婦二人分の保険料を

一括して納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職し自分で会社を設立した昭和 51 年８月ごろに、その

妻が、申立人及びその妻の国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入者の被保険者資格取

得日から、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、54 年 11 月ごろと

推認できることから、加入手続時期についての申立人の主張と一致しない上、

その時点では、申立期間の国民年金保険料は、さかのぼって納付することと

なるが、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとするその妻は、保険料

をさかのぼって納付したことはないとしている。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 54 年９月に払い出されてい

ることが確認でき、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期を通じ

て、同一区内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたとする申立人の妻は、

申立期間の保険料の納付金額についての記憶が定かではない上、その妻の申



 

  

立期間の保険料も未納とされている。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4615 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 34 年９月 15 日から 35 年 12 月１日まで 

    私は、昭和 33 年９月 15 日にＡ省（現在は、Ｄ省）Ｂ局に採用されて

から平成６年４月に退職するまで、公務員として勤務してきた。 

    しかし、年金記録によると、昭和 34 年９月 15 日から 35 年 12 月１日

までの期間の被保険者記録が欠落しているが、当然その期間も継続して

勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 34 年９月 15 日から同年 11 月５日までの期間に

ついて、Ｃ局保管の人事記録により、申立人はＡ省Ｂ局に勤務していたこ

とは確認できる。 

   しかしながら、Ａ省Ｂ局に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

ると、申立人を含む 74 名が昭和 33 年９月 15 日に被保険者資格を取得し、

うち 15 名は同資格の取得日から数箇月で資格を喪失しているが、申立人

を含む 59 名は、同資格の取得日から１年後に当たる 34 年９月 15 日にま

とめて資格を喪失していることが確認できる。これについて、Ｄ省Ｂ局の

担当者は、被保険者を１年で資格喪失させた理由について、「当時の賃金

職員の処遇を安定させるため、１年以上継続して勤務した職員については

国家公務員共済組合への加入を認めていたのではないか。」と述べている。 

   また、申立人と同日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失した同僚 59

名のうち、同資格を喪失後に共済組合に加入した者は 21 名おり、その共

済組合への加入状況をみると、被保険者資格喪失と同日の昭和 34 年９月

15 日に加入した者は 13 名いるが、その後、同年 11 月に加入した者１名、



  

35 年 12 月に加入した者は申立人を含め４名、36 年 10 月に加入した者１

名となっており、そのほかの２名は加入日が不明となっている。これらを

踏まえると、Ａ省Ｂ局では、厚生年金保険の資格喪失後も継続して勤務し

た職員を、順次共済組合に加入させていた状況がうかがえる。 

   さらに、オンライン記録及び厚生年金保険被保険者名簿によると、Ａ省

Ｂ局は、昭和 34 年の国家公務員共済制度発足に伴い、同年 11 月５日に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっていることが確認できる。 

   加えて、同僚に照会しても申立期間における厚生年金保険料控除につい

て証言を得ることができない。 

   また、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4616 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年 10 月から 38 年３月まで 

             ② 昭和 38 年４月から 39 年６月まで 

             ③ 昭和 39 年７月から 40 年９月まで 

             ④ 昭和 41 年 10 月から 42 年９月まで 

             ⑤ 昭和 50 年２月 26 日から 52 年２月７日まで 

             ⑥ 昭和 53 年１月 24 日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 32 年 10 月から 38 年３月まではＡ社で、同年４月から 39

年６月まではＢ社で、同年７月から 40 年９月まではＣ社で、41 年 10

月から 42 年９月まではＤ社で、50 年２月 26 日から 52 年２月６日まで

はＥ社で、53 年１月 24 日から同年９月 10 日まではＦ社で、それぞれ

Ｈ業務をしていたが、年金記録によるとＦ社で勤務していた１か月しか

被保険者期間が無いのは納得できない。申立期間①から⑥までの期間に

ついて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社で勤務していたと主張しているが、

同僚の氏名を記憶していないことから、申立人の同社における勤務実態を

確認することができない。 

   また、オンライン記録により、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所とな

っていないことが確認できる。 

   さらに、申立人から氏名の挙がった事業主は、申立期間①当時に厚生年

金保険の被保険者記録が確認できない。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 



  

   申立期間②について、申立人は、Ｂ社で勤務していたと主張しているが、

上司及び同僚の氏名を記憶していないことから、申立人の同社における勤

務実態を確認することができない。 

   また、申立期間②当時の事業主夫妻は既に死亡しており、現在の事業主

は、「当時の記録が無いため不明。」と回答していることから、申立人の

申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除を確認することが

できない。 

   さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

は無く、整理番号に欠番は無い。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間③について、申立人は、Ｃ社で勤務していたと主張しているが、

上司及び同僚の氏名を記憶していないことから、申立人の同社における勤

務実態を確認することができない。 

   また、オンライン記録により、Ｃ社は、厚生年金保険の適用事業所とな

っていないことが確認できる。 

   さらに、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間④について、申立人は、Ｄ社で勤務していたと主張しているが、

申立人は、同僚の氏名を記憶していないことから、申立人の同社における

勤務実態を確認することができない。 

   また、オンライン記録により、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和 44 年 11 月１日であり、申立期間④当時は厚生年金保険の適用

事業所ではないことが確認できる。 

   さらに、申立人から氏名の挙がった事業主は既に死亡しており、現在の

Ｄ社の会長及び古くから在籍している従業員に確認しても、申立人を記憶

している者はいない。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間⑤について、雇用保険の記録により、申立人が当該期間におい

てＥ社に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、オンライン記録により、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 54 年 12 月１日であり、申立期間⑤当時は厚生年金保

険の適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、元同僚は、「当時は、会社が厚生年金保険に加入しておらず、私

も年金は掛けていなかった。」と証言している上、オンライン記録から当

該同僚の申立期間⑤におけるＥ社に係る厚生年金保険被保険者期間は無い

ことが確認できる。 



  

   さらに、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間⑥について、雇用保険の記録により、申立人が当該期間におい

てＦ社に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、申立人は、同僚の氏名を記憶していないことから、申立

人のＦ社における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、Ｆ社の事業を継承したＧ社の担当者は、「関係資料を調査したが、

申立人が昭和 58 年８月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得したとす

る記録以外は見付からなかった。また、古くからいる従業員に聞いたとこ

ろ、当時は繁忙期になると、応援のために短期間に各店舗を回ったため、

申立人を記憶している者はいない。」と述べている。 

   さらに、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間①から⑥までに係る厚生年金保険料の控除

を確認することができる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から⑥までに係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4617 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月１日から 59 年４月２日まで 

    私は、昭和 57 年２月にアルバイトとしてＡ社（現在は、Ｂ社）に入

社して、同年４月からは厚生年金保険料を控除されていたと記憶してい

る。58 年４月から契約社員として採用され 59 年４月１日まで在籍した

が、その期間は保険料が控除されていたはずである。在籍中に受賞した

表彰状もあり、年度と名前が記載されているので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持するＡ社の表彰状及び同僚の証言から、申立人が申立期間

当時、同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ｂ社は、申立期間当時、契約社員については取扱いが不明だが、

アルバイト勤務の者は、社会保険に加入させていなかったと回答している。 

   また、申立人が名前を挙げた同僚５名に照会したところ、その同僚は正

社員であり、契約社員に係る保険料控除について証言を得ることができず、

申立人はそのほかの同僚への照会を希望していないため、Ａ社における契

約社員の取扱いをうかがうことができない。 

   さらに、Ｂ社は、当時の人事記録や賃金台帳など厚生年金保険料の控除

を確認する資料を保管しておらず、申立人の厚生年金保険料の控除につい

ては不明としている。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

は確認できず、健康保険の整理番号に欠番は無い上、雇用保険の加入記録

も確認できない。 

   また、申立人は、申立期間に係る給与明細書等の資料を所持しておらず、



  

このほかに、当該期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4618 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年 10 月１日から 21 年 11 月１日まで 

 社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入記録を照会したとこ

ろ、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店Ｄ工場で勤務していた期間のうち申

立期間の加入記録が無かった。夫は、同社Ｃ支店Ｄ工場に勤務してい

たところ、昭和 20 年３月に入隊し、同年８月の終戦で兵役から戻り、

同年 10 月から復職し、21 年 10 月末日まで同社Ｃ支店Ｄ工場に勤務し、

同年 11 月１日に同社Ｅ工場に転勤となり、同社Ｅ工場に 22 年６月ま

で勤務した。 

 申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   昭和 58 年５月 12 日付け及び平成 21 年９月 30 日付けでＢ社が発行した

在籍証明書及び申立人の妻から提出された当時の書簡の記載内容から判断

すると、申立人は、申立期間においてＡ社Ｃ支店Ｄ工場に勤務していたこ

とが推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録において、Ａ社Ｃ支店Ｄ工場は適用事業

所となっておらず、同社Ｃ支店も適用事業所となっていない。 

   また、申立人はＡ社Ｆ営業所が新規に適用事業所となった昭和 21 年 11

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得しており、同社Ｆ営業所も申立

期間においては、適用事業所となっていないことが確認できる。 

   さらに、Ａ社本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立

人の氏名の記載は無く、上記在籍証明書のうち、昭和 58 年５月 12 日付け



  

の在籍証明書において、申立人が申立期間後の 22 年１月 20 日に同社Ｅ工

場へ転勤した旨の記載が確認できることから、同社Ｅ工場の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿も確認したが、申立期間に申立人の氏名の記載は無

い。 

加えて、申立人と同日にＡ社Ｆ営業所において、厚生年金保険被保険

者の資格を取得した９名のうち、３名は、申立人と同様に、同社Ｃ支店が

適用事業所でなくなった昭和 20 年３月 14 日に被保険者資格を喪失してお

り、申立期間において、被保険者記録は確認できない。 

   なお、上記在籍証明書のうち、平成 21 年９月 30 日付けの在籍証明書に

おいて、昭和 20 年 10 月１日から 21 年 10 月 31 日までの期間の社会保険

料を納付していた旨の記載が確認できることから、Ｂ社に照会したところ、

同社は、「申立人の妻の要望もあり、保険料納付の証明を書き添えたもの

の、確認できる書類等は無く、根拠は無いことから、保険料納付は不明で

ある。」と回答しており、申立期間の厚生年金保険料の控除が確認できな

い。 

   このほか、申立期間において、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを示す給与明細書等の資料が無く、ほかに厚

生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4619 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年 12 月１日から 53 年３月 30 日まで 

             ② 昭和 57 年１月 30 日から同年６月１日まで 

             ③ 昭和 59 年６月ごろから 60 年４月ごろまで 

    私は、昭和 52 年 12 月１日から 53 年３月 29 日までＡ社に、57 年１

月 30 日から同年５月 31 日までＢ社に、59 年６月ごろから 60 年４月ご

ろまでＣ社に勤務していたが、厚生年金保険の被保険者となっていない

ので調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社の事業主及び同僚の氏名を記憶し

ていることから、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務してい

たことは推認できる。 

   しかしながら、上記の同僚は連絡先が不明で証言を得ることができない

ほか、オンライン記録により、当該期間においてＡ社での被保険者記録が

確認できる７名の同僚に文書照会したところ、５名から回答を得たが、申

立人を記憶している者はいない。 

   また、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主は連絡先が不明であり、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除に係る証言を得ることができ

ない。 

   さらに、同僚の一人は、｢私のＡ社における厚生年金保険の被保険者資

格取得日は、入社日の約６か月後である。｣と供述していることから、同

社では、申立期間①当時、入社してすぐに厚生年金保険に加入させていた

わけではないことがうかがえる。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名



  

は確認できず、健康保険番号に欠番は無い。 

   申立期間②について、申立人のＢ社に係る勤務状況についての記憶から、

期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認でき

る。 

   しかしながら、申立人は、同僚の氏名を記憶していないことから、オン

ライン記録により、当該期間内にＢ社での被保険者期間が確認できる 12

名の同僚に文書照会したところ、４名から回答を得たが、申立人を記憶し

ている者はいない。 

   また、Ｂ社は、「アルバイトや試用期間中の社員でも、原則、厚生年金

保険に加入させたが、希望しない者については、加入させない取扱いもあ

った。」と回答しているほか、複数の同僚が、｢希望しない者は、厚生年

金保険に加入しないことも可能であった。｣と供述していることから、同

社では、申立期間②当時、本人の希望により、厚生年金保険に関する取扱

いが異なっていたことがうかがわれる。 

   さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名

は確認できず、健康保険番号に欠番は無い。 

   申立期間③について、Ｃ社から提出された申立人に係る社員名簿及び退

職届により、申立人が同社に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、これら資料には、入社日の記載が無い上、記載されてい

る退職日は、申立人が主張する退職時期と大きく異なることから、申立人

がＣ社に勤務していた期間を特定することは困難である。 

   また、Ｃ社から提出された社員名簿に記載されている 153 名についてオ

ンライン記録を調査したところ、同社での厚生年金保険被保険者記録が確

認できた者は 59 名であることから、同社では、当時、すべての社員につ

いて厚生年金保険の加入手続を行っていたわけではないことがうかがえる。 

   さらに、Ｃ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書において確認できる厚生年金保険被保険者数は、オンライン記録で確

認できる当該被保険者数と一致している上、その中に申立人の氏名は確認

できず、健康保険番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人は、申立期間①から③までにおいて、厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の

資料を所持しておらず、保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①から③までに係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4620 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年１月から平成３年１月まで 

    私は、昭和 63 年１月から平成３年１月まで、Ａ社に勤務していたに

もかかわらず、当該期間は厚生年金保険被保険者期間となっていないの

で記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社の事業主の氏名及び同僚の姓並びに同社の業務内容を記

憶していることから、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務し

ていたことは推認できる。 

   しかし、申立期間にＡ社において勤務していた同僚及び当時の事業主の

妻に申立人の厚生年金保険料控除等について照会したが、保険料控除をう

かがわせる証言が得られない上、当時の事業主は既に死亡しているため、

申立人の資格の得喪の届出や保険料控除について確認することができない。 

   また、Ａ社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及びオンライ

ン記録には、申立期間において申立人の氏名の記載は無く、整理番号に欠

番も無い。 

   さらに、申立人は申立期間に国民年金及びＢ県Ｃ市の国民健康保険に加

入していることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4621 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年８月１日から同年 10 月７日まで 

             ② 昭和 35 年９月 24 日から 36 年４月３日まで 

    私は、昭和 33 年８月１日から 36 年４月２日までＡ社（現在は、Ｂ

社）で勤務していたが、33 年８月１日から同年 10 月７日までの期間及

び 35 年９月 24 日から 36 年４月３日までの期間の厚生年金保険被保険

者記録が無い。当時の保険料控除を証明する給与明細書等の資料は残っ

ていないが、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 33 年８月１日から 36 年４月２日までの期間、Ａ社で勤

務していたと述べている。 

   しかし、複数の元同僚は、申立人の勤務期間を明確に記憶していないと

している上、Ｂ社は、「当時の資料を保管していないため、不明。」と回

答していることから、申立人の申立期間①及び②に係る勤務実態及び厚生

年金保険料の控除について確認できない。 

   また、複数の元社員は、「Ａ社には試用期間があった。」と供述してい

る。 

   さらに、申立人は昭和 36 年４月３日にＣ社において厚生年金保険被保

険者資格を取得しているところ、申立人を記憶している元同僚は、「申立

人がＡ社を退社した後、Ｃ社に勤務する前に、Ｄ区にある家族経営の小規

模の下請会社に勤務している申立人に会ったことがある。」と供述してい

る。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン

記録において、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 33 年



  

10 月７日であり、喪失日は 35 年９月 24 日であることが確認できる以外

に申立期間①及び②に係るＡ社での厚生年金保険被保険者記録を確認でき

ない。 

   このほか、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所

持しておらず、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4622 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年５月ごろから 24 年２月６日まで 

             ② 昭和 24 年４月６日から同年５月１日まで 

             ③ 昭和 27 年６月ごろから 28 年４月ごろまで 

             ④ 昭和 29 年 10 月ごろから 30 年９月ごろまで 

             ⑤ 昭和 35 年１月 18 日から同年２月 20 日まで 

             ⑥ 昭和 36 年 12 月 19 日から 37 年３月２日まで 

             ⑦ 昭和 37 年７月 27 日から同年８月３日まで 

             ⑧ 昭和 38 年５月 21 日から同年６月 10 日まで 

             ⑨ 昭和 41 年 10 月 21 日から同年 12 月 14 日まで 

    申立期間①について、船員手帳には、昭和 23 年６月７日から 24 年２

月５日まで、Ａ氏が所有する「Ｂ丸」に乗船した記載がある。それ以前

の船員手帳を紛失してしまったが、22 年５月ごろから同船舶に乗船し

ていたにもかかわらず、当該期間が船員保険の被保険者期間となってい

ない。 

    申立期間②について、昭和 24 年４月６日から同年９月 29 日までＣ社

（現在は、Ｍ社）に勤務しており、同社が保管する人事記録にも入社年

月日として同年４月６日との記載があるのに、社会保険事務所（当時）

の記録は同年５月１日資格取得となっており、当該期間が船員保険の被

保険者期間となっていない。 

    申立期間③及び④について、昭和 27 年６月ごろから 28 年４月ごろま

での期間及び 29 年 10 月ごろから 30 年９月ごろまでの期間、Ｄ社が所

有するＯ業船「Ｅ丸」に乗船していたが、当該期間が船員保険の被保険

者期間となっていない。 

    申立期間⑤について、船員手帳には、昭和 35 年１月 18 日から同年２

 



  

月 19 日まで、Ｆ氏が所有する「Ｇ丸」に乗船した記載があるが、当該

期間が船員保険の被保険者期間となっていない。 

    申立期間⑥及び⑦について、船員手帳には、昭和 36 年 12 月 19 日か

ら 37 年８月２日まで、Ｈ社が所有する「Ｉ丸」に乗船した記載がある

が、社会保険事務所の記録は同年３月２日から同年７月 27 日までとな

っており、当該期間が船員保険の被保険者期間となっていない。 

    申立期間⑧について、船員手帳には、昭和 38 年５月 21 日から同年６

月９日まで、Ｊ社が所有する「Ｋ丸」に乗船した記載があるが、当該期

間が船員保険の被保険者期間となっていない。 

    申立期間⑨について、船員手帳には、昭和 40 年５月７日から 41 年

12 月 14 日まで、Ｌ社が所有する各船舶に乗船した記載があるが、社会

保険事務所の記録は 40 年５月７日から 41 年 10 月 21 日までとなってお

り、当該期間が船員保険の被保険者期間となっていない。 

    それぞれの期間において、各船舶に乗船していたので、船員保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①ついて、申立人の主張内容や申立人が所持する船員手帳の内

容から、申立人が当該期間にＡ氏が所有するＢ丸に乗り組んでいたことは

推認できる。 

   しかし、当該期間について、上記の船員手帳に記載されているＢ丸の船

長、申立人が記憶する同僚及び申立人が所持する当時の写真に写っている

同僚も、当該期間において船員保険の被保険者となっていない。 

   また、申立人が記憶する同僚に照会したが、申立人の船員保険料の控除

についての証言は得られなかった。 

   さらに、船員手帳に記載されている船舶所有者、船長及び写真に写って

いる同僚は、住所不明又は死亡しており、当該期間の船員保険の取扱い等

について確認できない。 

   申立期間②について、Ｍ社から提供があった人事記録から、申立人の入

社日が昭和 24 年４月６日であることが確認できる。 

   しかし、人事記録の申立人の記載のあるページに記載されている者のＣ

社に係る船員保険の資格取得日を確認したところ、入社日と同日に資格取

得した者はおらず、入社日の数箇月後に同資格を取得していることが確認

できることから、同社は入社してもすぐには船員保険に加入させていなか

ったことがうかがわれる。 

   また、Ｃ社に係る船員保険被保険者名簿に記載されている同僚の所在が

不明の上、Ｍ社は、当時の資料が無く不明としており、当時の状況を確認

することができない。 



  

   申立期間③について、申立人は、同僚について具体的に記憶しているこ

とから、申立人が当該期間にＤ社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかし、申立人は、乗船していた船舶は湾内を運行していたと述べてお

り、Ｄ社の担当者は、同社のＯ業船は湾内の運行を業務としており、当該

期間については資料が無く不明であり、確認できる期間については船員保

険の適用事業所となっていないと述べているところ、同船舶の航行区域は、

船員保険の強制加入の適用除外に該当し、当該船舶は適用船舶となってい

ないことが確認できる。 

   また、Ｄ社は昭和 28 年６月３日に厚生年金保険の適用事業所となって

おり、当該期間において厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

   さらに、申立人が記憶する同僚は、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所と

なった後の厚生年金保険の被保険者記録が確認できるものの、船員保険の

被保険者記録は無い。 

   加えて、申立人が記憶する同僚に照会したが、回答が得られず、申立人

の当該期間に係る勤務実態及び船員保険料の控除について確認することが

できなかった。 

   申立期間④について、申立人は、乗船していた船舶は湾内を運行してい

たと述べているところ、Ｄ社の担当者は、同社のＯ業船は湾内の運行を業

務としており、当該期間については資料が無く不明であり、確認できる期

間については船員保険の適用事業所となっていないと述べている上、同船

舶の航行区域は、船員保険の強制加入の適用除外に該当し、当該船舶は適

用船舶となっていないことが確認できる。 

   また、申立人は、記憶する同僚について、自身より後に入社し、自身の

在職期間中において、一度も退職したことはなかったと述べているが、そ

の同僚は昭和 29 年 12 月 15 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、30

年４月１日に同資格を再取得していることが確認できる。 

   さらに、同僚に照会したが、申立人の当該期間に係る勤務実態及び船員

保険料の控除について確認することができなかった。 

   加えて、当該期間において、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿に申立人の氏名は無く、整理番号に欠番は無い。 

   申立期間⑤について、申立人が所持する船員手帳の内容から、申立人が

当該期間に、Ｆ氏が所有するＧ丸に乗り組んでいたことが認められる。 

   しかし、申立人が保管する船員手帳には航行区域が「平水区域」となっ

ていることから、船員保険の強制加入の適用除外に該当し、当該船舶は適

用船舶となっていないことが確認できる。 

   また、申立人が所持する船員手帳に記載されている船長の当該期間に係

る船員保険の被保険者記録は無い。 

   さらに、申立人が所持する船員手帳に記載されている船舶所有者、船長



  

及び申立人が記憶する同僚は、住所不明であり、当該期間の船員保険の取

扱い等について確認できない。 

   申立期間⑥及び⑦について、申立人が所持する船員手帳の内容から、申

立人が当該期間に、Ｈ社が所有するＩ丸に乗り組んでいたことが認められ

る。 

   しかし、船員手帳により申立人が船長であることが確認でき、申立人を

含む６名の資格取得日が申立人の資格取得日と同日となっており、Ｈ社で

は、まとめて同日に船員保険に加入させたものと考えられる。 

   また、Ｈ社に係る船員保険被保険者名簿に、船員手帳に記載のある雇入

れ日である昭和 36 年 12 月 19 日に資格取得した者はおらず、記号番号に

欠番は無い。 

   さらに、船員保険被保険者名簿に記載されている同僚の所在が不明の上、

船舶所有者は当時の資料が無く不明としており、当該期間における船員保

険の取扱い等について確認できない。 

   申立期間⑧について、申立人が所持する船員手帳の内容から、申立人が

当該期間に、Ｊ社が所有するＫ丸に乗り組んでいたことが認められる。 

   しかし、Ｊ社は、船員保険の適用事業所となっていないことが確認でき

る。 

   また、申立人が所持する船員手帳に船長の記載は無く、船舶所有者であ

るＪ社は上記船員手帳に記載のある住所に現存せず、当時の状況が確認で

きない。 

   さらに、申立人が記憶する同僚の所在が不明であり、当該期間の船員保

険の取扱い等について確認できない。 

   申立期間⑨について、申立人が所持する船員手帳の内容から、申立人が

当該期間に、Ｌ社所有の各船舶に乗り組んでいたことは認められる。 

   しかし、Ｌ社で申立人と同日の昭和 41 年 10 月 21 日に船員保険の被保

険者資格を喪失後、申立人と同日の同年 12 月 14 日にＮ社で同被保険者資

格を取得している者が申立人を含め７名確認できる。 

   また、Ｌ社が保管する人事記録により、申立人の退職金の支給日が昭和

41 年 10 月 20 日となっていることが確認できる上、申立人と同日に資格

喪失している同僚の退職金の支給日は、申立人と同日であることが確認で

きる。 

   さらに、申立人と同日に被保険者資格を喪失及び取得している同僚から

は、船員保険料の控除についての証言は得られなかった。 

   なお、船員手帳の雇入契約の記載は、船員法において海上労働の特殊性

を考慮し労働者保護の実効性を期すため、船員が船舶に乗り組む前に行政

庁があらかじめその労働条件の適法性等を確認するために設けている労働

契約の公認制度であり、必ずしも船員保険の加入期間と一致するものでは



  

ない。 

   このほか、申立期間①から⑨までに係る船員保険料の控除を確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が船員保険被保険者として申立期

間①から⑨までに係る船員保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4623 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年３月から同年６月１日まで 

    私は、Ａ社において昭和 59 年３月に研修及び採用試験を受けて採用

され、同年４月から退職した同年７月 25 日まで、Ｂの仕事をしていた。 

    ところが、Ａ社での厚生年金保険被保険者資格の取得日は、昭和 59

年６月１日になっており、被保険者期間が３か月間欠落している。 

    申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年３月にＡ社に入社したと主張しているが、同社が

提出したＣ職員名簿によると、申立人の入社日は同年５月１日と記録され

ており、複数の同僚に照会したものの、申立人が同年５月１日より前に勤

務していたことを確認できる具体的な証言を得ることはできなかった。 

   また、上記のＣ職員名簿によると、申立人のＢ業務登録日は、昭和 59

年５月 18 日と記録されており、厚生年金保険被保険者資格の取得日は、

その翌月である同年６月１日であるところ、Ａ社は、「当時、Ｃ職員につ

いては、入社後、Ｄ試験に合格し、Ｂ業務の登録をした者について、その

後の業務成績により、厚生年金保険に加入させていた。それまでは、当然、

厚生年金保険料を控除していない。」と回答している。 

   さらに、上記のＣ職員名簿に記録されているＢ業務の登録日と厚生年金

保険被保険者資格の取得日について、複数の同僚を調査したところ、いず

れも、Ｂ業務の登録日の４か月から６か月後に被保険者資格を取得してい

ることが確認できる。 

   加えて、申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが確認できる給与明細書等の資料を所持して



  

いない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4624 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年２月ごろから 37 年１月 20 日まで 

             ② 昭和 37 年７月ごろから 39 年８月ごろまで 

    私は、昭和 36 年２月ごろから 37 年６月５日までＡ社に勤務し、Ｃ職

として、主にＤ業務などを行った。同社の従業員は８人ぐらいだったと

思う。 

    しかし、厚生年金保険の被保険者記録では、昭和 37 年１月 20 日に資

格取得となっており、それ以前の申立期間①における記録が無い。 

    また、Ａ社を退職した後、同じＣ職として、昭和 37 年７月ごろから

39 年８月ごろまでＢ社に勤務した。Ａ社に勤務していたころ、Ｂ社か

ら転職の誘いがあり、これを契機に同社に入社した。同社は、Ｅ部、Ｆ

部、Ｇ部の３部に分かれており、私は別棟のＧ部にいたが、従業員は

15 名ぐらいいたように思う。 

    しかし、申立期間②は、Ｂ社に勤務していた全期間であるが、当該期

間について厚生年金保険の加入記録が無い。 

    申立期間①及び②について、調査の上、厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が提出した当時の写真及び複数の同僚の証

言から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務していたことは

推認できる。 

   しかしながら、複数の同僚が、｢当時は、入社後すぐには厚生年金保険

に加入しなかった。｣と証言しており、これらの者からは、資格取得前の

期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる証言は得られなかった。 



  

   また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の

人事記録及び給与関係書類を確認できない上、申立人も当該期間の保険料

控除を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間②について、同僚の証言から、期間は特定できないものの、申

立人がＢ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、当該期間の前年まで被保険者であった同僚は、｢当時は、

全員が厚生年金保険に加入していたわけではなかった。｣と証言している。 

   また、同僚のうち１名は、当時、勤務していたとする複数の従業員の名

前を挙げているが、そのうちの２名については、Ｂ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿に名前が無い。 

   さらに、当該期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には申立人

の名前は無く、整理番号に欠落も無い。 

   加えて、Ｂ社は既に廃業しており、当時の人事記録及び給与関係書類を

確認できない上、申立人も当該期間の厚生年金保険料の控除を確認できる

給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除をう

かがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

神奈川厚生年金 事案 4625 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年 10 月１日から 37 年 12 月 16 日まで 

    私がＡ社（現在は、Ｂ社）に入社したのは昭和 35 年 10 月１日である

が、厚生年金保険被保険者の資格取得日は 37 年 12 月 16 日となってい

るので、入社時から被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の入社の経緯等に関する詳細な記憶及び同僚の証言から、申立人

が申立期間においてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ｂ社では、申立期間当時、正社員のほかに雇員（準社員）とい

う雇用形態があったと回答しているところ、当時の申立人の上司は、「申

立人の入社した当時の雇用形態は雇員であった。」と証言している。 

また、Ａ社において社会保険事務を担当していた者は、「雇員の期間は、

厚生年金保険に加入しておらず、保険料も控除されていなかった。」と回

答しており、雇員を経て正社員に登用された複数の同僚は、「雇員の期間

は、厚生年金保険に加入しておらず、保険料も控除されていなかったもの

と思われる。」と回答しており、当該同僚が雇員として勤務したと述べて

いる期間については、厚生年金保険の被保険者となっていなかった。なお、

当該同僚の中には、雇員であった期間に国民年金保険料の納付記録のある

者も見られる。 

   さらに、申立人と同日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した同僚は

８名おり、そのうち事情を聴取できた２名は、入社から５か月後又は２年

５か月後に厚生年金保険に加入したとしており、Ａ社では厚生年金保険の

加入手続が個人ごとに異なっていた状況がうかがわれる。 

   加えて、Ｂ社が保管する申立人の社会保険台帳には、申立人の厚生年金



  

保険に係る資格取得日が昭和 37 年 12 月 16 日と記載されており、申立人

のオンライン記録と一致している。 

   このほか、申立人は、申立期間における厚生年金保険料の控除を確認で

きる給与明細書等を所持しておらず、このほかに保険料控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4626 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年３月から 49 年３月まで 

             ② 昭和 49 年４月から 52 年９月まで 

             ③ 平成２年７月から３年７月まで 

    私は、申立期間①はＡ社、申立期間②はＢ社、申立期間③はＣ社でそ

れぞれ正社員のＦ職として勤務していた。 

    しかし、厚生年金保険の被保険者記録によると、これらの申立期間が

厚生年金保険の被保険者期間となっていないので、申立期間を被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社に昭和 46 年３月から勤務してい

たと主張しているが、同社は、「人事記録等は保存していないが、申立人

がパート職員として勤務していたことは記憶している。また、当社の設立

は、昭和 46 年６月である。」と回答していることから、期間の特定はで

きないものの、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、平成８年１月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、当該期間は適用事業所ではなか

ったことが確認できる。 

   また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった平成８年１月１日に資

格を取得している被保険者は、「私は、昭和 52 年 12 月から勤務している

が、事業所が厚生年金保険に加入する前は給与から厚生年金保険料は控除

されていなかった。」と証言している。 

   申立期間②について、Ｂ社が提出した同社社員の入退社日が分かる決裁

簿及び雇用保険の記録から、申立人は、昭和 49 年４月１日から 51 年３月



  

31 日まで同社に勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社は厚生年金保険の適用事

業所ではないことが確認できる。 

   また、Ｂ社は、「当社では、正社員はＤ共済に加入させ、非正規社員は、

各自で国民年金に加入してもらっている。申立人は、正社員であったので、

Ｄ共済に加入させていた。」と回答している。このため、Ｂ社が所属する

共済団体に照会したところ、「申立人はＤ共済の加入者としてＥ事業所で

昭和 49 年４月１日に資格を取得し、51 年３月１日に資格を喪失し、同日

にＢ社で資格を取得し、51 年４月１日に資格を喪失しており、上記期間

については、同年６月 24 日に退職一時金として給付済みとなってい

る。」と回答している。 

   申立期間③について、Ｃ社が提出した従業員台帳により、申立人は、平

成２年 10 月８日から３年７月 31 日まで同社に勤務していたことが確認で

きる。 

   しかしながら、上記の従業員台帳によると、申立人の勤務形態は、１週

間の労働時間が 28.5 時間のパート職員であった旨の記載が確認できると

ころ、Ｃ社は、「当社では、パート職員であっても、週の所定労働時間が

30 時間以上の場合には厚生年金保険に加入させていた。申立人について

は、当時の関係書類を保管していないが、申立人は週の所定労働時間が

28.5 時間のパート職員であったことから、当然、給与から厚生年金保険

料は控除していなかったと思われる。」と回答している。 

   また、オンライン記録によると、申立人は、当該期間について、国民年

金の第３号被保険者であったことが確認できる。 

   このほか、申立期間①から③までについて、申立人が厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資

料や周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①から③までに係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4627 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年８月１日から 46 年 11 月１日まで 

             ② 昭和 47 年１月 14 日から同年８月１日まで 

             ③ 昭和 49 年 10 月１日から 52 年５月１日まで 

             ④ 昭和 52 年５月１日から平成元年４月 14 日まで 

    申立期間①のＡ社には友人の紹介により希望給与で昭和 37 年９月１

日に入社したが、38 年８月から 39 年９月までの標準報酬月額が３万

6,000 円から２万 2,000 円と下げられている。また、41 年３月から 44

年 10 月まで約３年６か月間と長期にわたって６万円となっているが、

あり得ないことである。 

    また、申立期間②のＢ社ついても、入社当初の標準報酬月額が５万

2,000 円となっているが、全くふに落ちない。 

    さらに、申立期間③については、昭和 49 年 10 月１日にＣ社Ｄ工場に

入社し、入社当初の標準報酬月額が 10 万 4,000 円となっているが、当

時は多忙で毎日残業も２時間ぐらいある交代勤務だったので、実際にも

らっていた給与より金額が低い。 

    また、申立期間④については、昭和 52 年５月１日にＣ社Ｄ工場から

同社Ｅ工場に転勤になったが、同社Ｅ工場も給与額が同社Ｄ工場ほどに

は高くはないと思うが、実際にもらっていた給与より標準報酬月額が低

いので、全くふに落ちない。 

    申立期間について標準報酬月額が適正であるか調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は「Ａ社に希望給与という条件で昭和 37



  

年９月１日に入社した。」と述べており、同社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿及びオンライン記録から、申立人の入社当時における標準

報酬月額は、当時の最高等級である３万 6,000 円であったことが確認でき

るとともに、38 年８月に標準報酬月額が３万 6,000 円から２万 2,000 円

に改定されていることが確認できる。 

   しかし、Ａ社の後継会社であるＦ社は、賃金台帳、人事記録、社会保険

事務所（当時）への届出控え等の申立内容を確認できる資料を保管してお

らず、保険料控除額を確認することができない。 

   また、標準報酬月額が下がったことについて、同僚は、「給与は年齢、

学歴に関係無く、職種や実力で差があった。申立人については不明だが、

入社時には基本給を高くしておいて、その後、基本給を下げて歩合給を加

算するケースがあった。」と証言している。 

   さらに、別の同僚は、「Ａ社はしっかりしていた。実力主義で仕事の内

容で給料が変わったのだと思う。その後は仕事が増え給料が上がったと思

う。」と回答している。 

   加えて、申立人は、昭和 41 年３月から 44 年 10 月まで約３年６か月間

と長期にわたって６万円となっていることについて、あり得ないことであ

ると述べているが、当時の標準報酬月額の最高金額は６万円であり、申立

人の標準報酬月額は当時の最高金額であったことが確認できる。 

   このほか、申立人は申立期間①の保険料控除を確認できる資料を保管し

ておらず、申立人の当該期間におけるＡ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿をみても、そ及訂正などの不自然な処理が行われた形跡は確認

できない。 

   申立期間②について、申立人は「Ｂ社に入社当初の標準報酬月額が５万

2,000 円となっているが、全くふに落ちない。」と述べているが、同社の

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立人の名前があるページ前

後 60 名の入社時の標準報酬月額を調査したところ、標準報酬月額は３万

3,000 円から５万 6,000 円であり、申立人の標準報酬月額が著しく低い金

額であるとは言えず、同時期入社した同僚５名の中でも申立人は、２番目

に高い標準報酬月額となっていることが確認できる。 

   また、申立人は入社後、初めての標準報酬月額の改定が昭和 47 年８月

に行われているが、申立人の標準報酬月額は８万 2,000 円増額され、当時

の最高等級である 13 万 4,000 円となっていることが確認できる。 

   さらに、上記の健康保険厚生年金保険被保険者名簿について、不自然な

処理が行われた形跡は確認できない。 

   加えて、申立人は、申立期間②の保険料控除を確認できる資料を所持し

ておらず、Ｂ社の後継会社であるＧ社についても、賃金台帳、人事記録、

社会保険事務所への届出控え等の申立内容を確認できる資料を保管してい



  

ないことから、保険料控除額を確認することができない。 

   申立期間③及び④について、申立人は、「Ｃ社Ｄ工場に入社当初の標準

報酬月額が、10 万 4,000 円となっているが、実際のもらっていた給与よ

り金額が低い。また、同社Ｅ工場に勤務していた期間についても実際にも

らっていた給与より金額が低い。」と述べている。 

   しかし、申立人から提出された給与の振込額が記帳された預金通帳の写

し及び昭和 57 年分の給与所得の源泉徴収票から、申立人の標準報酬月額

を検証したところ、申立期間③及び④について、給与所得額と標準報酬月

額との間に著しいかい離は認められない。 

   また、Ｃ社Ｄ工場の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立

人と同時期に入社した 20 名の標準報酬月額を調査したところ、６万円か

ら 10 万 4,000 円であり、申立人の標準報酬月額 10 万 4,000 円は最も高い

金額となっていることが確認できる。 

   さらに、申立人の入社と同じ昭和 49 年 10 月１日に入社した者は、申立

人と同様に 50 年８月１日に、初めての標準報酬月額の改定が行われてい

ることが確認でき、その処理に不自然な点は見当たらない。 

   また、Ｃ社Ｅ工場の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立

人と同時期に入社した 30 名の標準報酬月額を調査したところ、申立人を

含め 25 名に前回の改定額を下回る標準報酬月額の改定の記録があること

が確認でき、他者と比べても申立人の標準報酬改定に不自然な点は見当た

らない。 

   加えて、Ｃ社から提供された申立人に係る同社Ｄ工場及び同社Ｅ工場に

おける被保険者資格取得時の「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書」及び「被保険者資格喪失確認通知書」に記

載されている標準報酬月額と、健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオ

ンライン記録は一致しており、同社が管理している申立人に係る社会保険

被保険者原票の標準報酬月額の記録と、健康保険厚生年金保険被保険者原

票及びオンライン記録は一致していることが確認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から④までについてそ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4628 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年５月から 62 年６月１日まで 

             ② 昭和 63 年５月 30 日から平成３年 12 月 16 日まで 

    私は、昭和 60 年５月から 62 年５月末までの期間及び同年８月 26 日

から平成３年 12 月 16 日までの期間において、Ａ社の海外店舗でＣ職の

仕事に従事していた。しかし、申立期間①及び②のＤ国で勤務していた

期間に係る厚生年金保険の記録が無い。調査の上、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、同僚の証言から、期間は特定できないものの、

申立人がＡ社のＢ店で勤務していたことは推認できる。また、申立期間②

については、同社が提出した申立人の退職届から、申立人が当該期間にお

いて同社のＢ店で勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、Ａ社は、「当時の資料等を保管していないが、当時、海

外勤務者は、会社で厚生年金保険に加入することはなく、希望者は、個人

で任意の国民年金に加入していた。申立人はＤ国勤務であるため、Ａ社で

の厚生年金保険に加入させていない。このため、Ｄ国の年金に加入し、当

社退社に伴い帰国した後に、Ｄ国の年金を一時金として既に受け取ってい

る可能性が高いと思われる。」と回答している。 

   また、当時の経理担当者は、「海外勤務者の厚生年金保険への加入は、

勤務する国によって取扱いが異なっていたと思う。」と供述しており、複

数の元従業員に照会したところ、Ｅ国で勤務していたとする者については、

オンライン記録において、当該勤務期間に対応した厚生年金保険の被保険

者記録が確認できたものの、Ｄ国で勤務したとする者については、いずれ



  

も当該勤務期間について厚生年金保険の被保険者記録が無いことが確認で

きた。 

   さらに、Ｄ国で勤務したとする元従業員は、「Ｄ国で勤務していた従業

員は、全員がＤ国の年金制度に加入し、日本の厚生年金保険には加入して

いなかったと思う。帰国のときに、Ｄ国の年金から一時金をもらうための

書類をもらった。」と証言している。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、同社

が厚生年金保険の適用事業所になったのは昭和 60 年７月１日であり、同

日より前は適用事業所ではなかったことが確認できるところ、申立期間に

係る被保険者名簿には、申立人の氏名は見当たらず、整理番号に欠番は無

い上、申立人が氏名を覚えていた複数の同僚の記録も無い。 

   また、Ａ社は、当時の給与関係書類を保管していない上、申立人も厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与

明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4629 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 11 月１日から２年７月１日まで 

    私は、Ａ社を平成元年 10 月 31 日に退職し、翌月にＢ社に就職したに

もかかわらず、厚生年金保険被保険者資格の取得日が２年７月１日とな

っている。同社には１年近く在籍していたはずなので、確認して記録を

訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された社員在籍者名簿から、申立人が申立期間において

Ｂ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、上記社員在籍者名簿に記載されている従業員 30 名につ

いて見ると、Ｂ社の厚生年金保険の新規適用日に加入した５名を除いた

25 名のうち、14 名は入社して１か月から 10 か月程度後に厚生年金保険被

保険者資格を取得している一方で、９名は加入記録が無いことがオンライ

ン記録で確認できることから、同社では厚生年金保険の加入手続において

個人ごとに取扱いが異なっている状況がみられる。 

   また、申立期間中にＢ社Ｃ支店に在籍していた複数の同僚は、試用期間

が３か月から６か月程度あったと述べている。 

   さらに、同僚の一人が、試用期間中は国民年金に加入していた旨を述べ

ているところ、当該同僚は、上記社員在籍者名簿の入社日から厚生年金保

険被保険者資格を取得するまでの間、国民年金保険料の納付記録があるこ

とがオンライン記録で確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4630 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年３月１日から 28 年 11 月１日まで 

    私は、昭和 23 年３月１日にＡ社に入社し、44 年８月 31 日に退職す

るまでＢ職に従事したが、23 年３月１日から 28 年 11 月１日までの厚

生年金保険の加入記録が無いため、当該期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された在籍証明書から、申立人が申立期間においてＡ社

に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 28 年 11 月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所となって

いないことが確認できる。 

   また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった日に厚生年金保険被保

険者資格を取得した同僚から、「Ａ社は、厚生年金保険法の一部改正によ

り、昭和 28 年 11 月１日から適用事業所となったもので、これより前の期

間は厚生年金保険に加入していなかった。」との供述を得ている。 

   さらに、申立期間において、Ａ社の当時の事業主に係る厚生年金保険の

加入記録は確認できず、事業主が加入したのは、申立人及び上記同僚と同

様に昭和 28 年 11 月１日であることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4631 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年８月から 62 年５月まで 

    私は、昭和 48 年から 62 年までＡ社（53 年にＡ社からＢ社に、55 年

にＢ社からＣ社に名称変更。）で勤務していたが、当該期間の厚生年金

保険被保険者記録が無い。給与明細書等は残っていないが、申立期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社発行の契約書及びＣ社発行の在職証明書から、

申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかし、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時

の事業主も死亡しているため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できない。 

   また、申立期間当時に勤務していた元社員 35 名に申立人について聴取

したところ、回答のあった 15 名のうち 14 名は申立人を記憶しておらず、

申立人の勤務実態についての供述を得られない上、15 名のうち１名は、

「申立人は記憶しているが一緒に勤務したことがない。」と供述している。 

   さらに、上記の契約書には、申立人は嘱託社員であった旨が記載されて

いるところ、上記の元社員の中には嘱託であったとする者はおらず、これ

らの者からはＡ社における嘱託社員の取扱いをうかがえる供述を得ること

ができなかった。 

   加えて、Ａ社が加入していたＤ厚生年金基金は、加入員台帳及び厚生年

金基金加入員番号払出簿において申立人の加入記録は確認できないと回答

している。 

   また、申立期間のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい



  

て、申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

   このほか、申立人は、申立期間における厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持して

いない上、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4632 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年９月 24 日から 33 年６月６日まで 

             ② 昭和 33 年６月６日から 34 年２月ごろまで 

    私は、Ａ社Ｂ支店の知り合いの紹介で入社し、昭和 27 年９月 24 日か

ら 33 年６月５日までＤ職として勤務していた。 

    また、Ａ社の営業休止後は、同社の関係者が設立したＣ社に入社し、

昭和 33 年６月６日から 34 年２月ごろまでＤ業務のＥ職として勤務して

いた。 

    厚生年金保険の記録によると、申立期間が被保険者期間となっていな

いので、調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、複数の同僚の証言から、期間は特定できないも

のの、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人及び複数の同僚が、申立人の当時の雇用形態につ

いて、「Ｅ職だった。」と供述しているところ、複数の同僚は、「当時、

社内勤務の従業員は、給料が固定給で厚生年金保険に加入していたが、Ｅ

職は、給料は歩合制であり厚生年金保険には加入していなかった。」と供

述している。 

   また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の事業主の連絡先も不明であるため、申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料の控除を確認することができない上、申立人も当該期間に係る厚生年

金保険料の控除を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間②について、Ａ社及びＣ社において被保険者記録のある同僚が、



  

「昭和 33 年６月ごろ、Ａ社が営業を停止したため、私を含め、多くの従

業員が、間を空けずにＣ社に移った。申立人も同様だったと思う。」と供

述していることから、申立人が、当該期間において同社に勤務していたこ

とは推認できる。 

   しかしながら、上記の同僚は、「Ｃ社は、Ａ社の取締役等が設立した会

社であった。Ｃ社においても、従業員の厚生年金保険への加入の取扱いは

Ａ社と同様であり、Ｅ職については、厚生年金保険に加入させていなかっ

た。」と供述している。 

   また、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の事業主の連絡先も不明であるため申立人の勤務実態及び厚生年金保険

料の控除について確認することができない上、申立人も、当該期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる

給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4633 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年１月１日から同年２月１日まで 

             ② 昭和 22 年４月５日から 25 年 10 月１日まで 

             ③ 昭和 25 年 10 月１日から 26 年 10 月１日まで 

             ④ 昭和 26 年 10 月 20 日から 27 年９月１日まで 

    私がＡ社及びＢ社に勤務していた期間のうち、一部の期間の厚生年金

保険被保険者記録が欠落している。給与明細書等は無いが、申立期間に

ついて、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人はＡ社に勤務していたと述べている。 

   しかし、オンライン記録により、Ａ社は、昭和 22 年２月１日に厚生年

金保険の適用事業所となったことが確認でき、当該期間においては、同社

は厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

   また、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主及び同僚は、死亡又は連

絡先不明のため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況が確

認できず、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を

確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   申立期間②について、申立人はＡ社に継続して勤務していたとしている

が、申立人が当時一緒に勤務していたと記憶する同僚及び事業主は、既に

死亡又は連絡先不明のため、証言を得ることができないことから、申立人

の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況が確認できない。 

   また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳及びＡ社に係る健康保険

厚生年金保険事業所別被保険者名簿では、申立人が昭和 22 年４月５日に

被保険者資格を喪失したことが確認できる。 



  

   申立期間③について、申立人はＢ社に勤務していたと述べている。 

   しかし、オンライン記録により、Ｂ社は、昭和 26 年 10 月１日に厚生年

金保険の適用事業所となったことが確認でき、申立期間③においては、同

社は厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

   また、Ｂ社は既に解散しており、事業主も死亡していることから、申立

人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況が確認できず、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書

等の資料も無い。 

   申立期間④について、申立人はＢ社に継続して勤務していたとしている

が、当時の事業主及び同僚は既に死亡又は連絡先不明のため、申立人の勤

務実態及び厚生年金保険料の控除は確認できない。 

   また、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者台帳及び健康保険厚生年金保険

事業所別被保険者名簿では、申立人が昭和 26 年 10 月 20 日に被保険者資

格を喪失したことが確認できる。 

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4634 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月 21 日から同年３月１日まで 

    私は、平成２年４月にＡ社に入社し、Ｃ業務を担当した。３年２月

21 日付けで同社の関連会社であるＢ社に転籍したが、勤務状況は変わ

らず、４年７月の退職まで継続して勤務していた。 

    しかし、厚生年金保険の記録によると、Ａ社で平成３年２月 21 日に

資格を喪失し、Ｂ社で同年３月１日に資格を取得となっており、１か月

の欠落期間がある。同社が発行した在職証明書があるので、当該期間を

厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＢ社が発行した在職証明書及び同僚の証言により、

申立人が申立期間において、同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人の雇用保険の記録は、平成３年２月 20 日にＡ社

を離職し、同年３月１日にＢ社で資格を取得しており、厚生年金保険の記

録と一致していることが確認できる。 

   また、Ｂ社は、「申立人は申立期間においてはアルバイト扱いであり、

厚生年金保険被保険者の資格取得の届出は、申立人を正社員とした平成３

年３月１日付けで行っている。申立人から同年２月の厚生年金保険料は給

与から控除していない。」と回答しており、同社が提出した被保険者資格

取得確認および標準報酬決定通知書から、申立人の取得日が平成３年３月

１日であることが確認できる。 

   さらに、オンライン記録によると、申立人と一緒にＡ社からＢ社に転籍

した同僚２名についても、申立人と同様、平成３年２月の１か月について

被保険者期間が欠落していることが確認できることから、同社が申立人を



  

含む３名を同年３月１日までは非正規社員として扱っており、厚生年金保

険に加入させていなかったことが認められる。 

   加えて、申立人は、給与明細書等の厚生年金保険料の控除を確認できる

資料を所持しておらず、申立人と一緒にＡ社からＢ社に転籍した同僚から

も申立期間における保険料控除をうかがわせる証言は得られなかった。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4635 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 10 月１日から５年６月２日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に平成４年 10 月１日から７年１月 31 日

まで勤務していたが、この期間のうち、４年 10 月１日から５年６月２

日までの期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。申立期間を被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主及び同僚の証言により申立人が申立期間においてＡ社に勤務して

いたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社は平成５年６月２日に厚生年金

保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所ではないこと

が確認できる。 

   また、Ｂ社の事業主は、「申立期間当時は厚生年金保険の適用事業所と

なっておらず、給与から厚生年金保険料を控除していなかった。」と供述

している。 

   このほか、申立人は申立期間における厚生年金保険料が控除されていた

ことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない上、申立人の申立

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4636 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年７月 20 日から 41 年４月 25 日まで 

             ② 昭和 41 年９月 13 日から 43 年 12 月１日まで 

    私は、65 歳になり、社会保険事務所（当時）で年金請求手続をした

時に、申立期間については脱退手当金が支給済みであると知った。 

    しかしながら、その支給日はＡ社を退職してから約１年後の日付であ

り、会社が手続をしたとしても手続に１年もかかるとは思えず、私自身

脱退手当金の手続を行った記憶は無く、受け取った記憶も無い。 

    調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支

給されていることを意味する「脱Ｂ」の表示が記されているとともに、申

立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

   また、申立期間の事業所を退職後、強制加入期間があるにもかかわらず

国民年金に加入していない期間が確認できることから、年金に対する意識

が高かったとは考え難い上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いと

いうほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4637 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年 11 月１日から 63 年 12 月 31 日まで 

    父は、昭和 56 年 12 月にＡ社に入社し、その後、同社のグループ企業

であるＢ社で勤務していたが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が

無い。当時の写真があり、社長の次の地位で勤務していたはずなので、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所になった 57 年 11 月１日から 63 年 12

月 31 日までの期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の次男が、死亡した申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その所持する社内旅行の写真及び同僚の証言から、申立期間

にＡ社のグループ企業に勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、申立人は、自筆のメモで申立期間はＡ社のグループ企業

のうちのＢ社に勤務していたとしているところ、同社に係る商業登記簿謄

本の記載から、昭和 58 年４月２日から 61 年３月 31 日までの期間、申立

人は同社で取締役となっていることが確認できるが、オンライン記録では、

同社は厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

   また、申立期間においてＡ社及びそのグループ企業の中で、厚生年金保

険の適用事業所となっていたのは同社のみであるところ、申立人と同様に

申立期間においてＢ社の取締役となっている４名のうち３名は、Ａ社にお

いては被保険者となっていない。 

   さらに、Ａ社が加入する健康保険組合及び厚生年金基金においても、申

立人の申立期間の加入記録は確認できない。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できる新



  

規適用日の昭和 57 年 11 月１日から 61 年 12 月 11 日までの健康保険の整

理番号に欠番は無い上、申立人が、同社において、申立期間の厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書

等の資料は無い。 

   このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4638 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年３月 16 日から同年４月１日まで 

    私は、平成３年３月 15 日まで出社し、その後は、有給休暇を消化し、

同年３月末日退職であった。退職月（同年３月分）の給料明細表から、

厚生年金保険料が１か月分控除されていることが確認できる。同年３月

末には、Ａ社においてＢ厚生年金基金（現在は、Ｃ厚生年金基金）に提

出する退職一時金・基本加算年金選択申出書の手続を行ったにもかかわ

らず、申立期間が被保険者期間となっていないことに納得がいかないの

で、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社に係る退職日は、平成３年３月末日であったと記憶し

ており、退職月（同年３月分）の給料明細表からは、厚生年金保険料が１

か月分控除されていることが確認できる。同年３月末には、同社において

Ｂ厚生年金基金に提出する退職一時金・基本加算年金選択申出書の手続を

行った。」と主張している。 

   しかし、雇用保険の加入記録、Ｂ厚生年金基金の加入記録及び厚生年金

基金連合会の年金支給義務承継通知から、申立人は、平成３年３月 16 日

に厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることが確認できる。 

   また、Ｃ厚生年金基金は、「退職一時金・基本加算年金選択手続に係る

資料を加入員に送付するのは、資格喪失後である。当基金における申立人

に係る退職一時金・基本加算年金選択申出書の処理日(受付日）は、平成

３年３月 27 日と記録されている。」と回答している。 

   さらに、申立人が所持している平成３年３月分の給料明細表から厚生年

金保険料が控除されていることが確認できるが、Ａ社は、「社会保険料は



  

当時から翌月控除である。」と回答し、複数の同僚も「申立期間当時の厚

生年金保険料は、翌月控除であった。」と供述しているところ、上記給料

明細表では、１か月分のみの保険料が控除されている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4639 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において、厚生年金保険の被保険者であったものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年３月 

    私は、昭和 56 年４月１日から 63 年３月 20 日までＡ社に勤務してい

た。入社した 56 年４月分と退社した 63 年３月分の給料支給明細書で厚

生年金保険料が控除されており、辞める時に会社から厚生年金保険料は

どうしますかと聞かれ、金額的にはそんなに高くないので払っておきま

すかと言われ、お願いしますと答えたことを記憶しているが、同年３月

が厚生年金保険の被保険者期間となっていない。厚生年金保険料が控除

されているので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出のあったＡ社入社時の昭和 56 年４月分及び退社時の 63

年３月分の給料支払明細書から厚生年金保険料が控除されていることが確

認でき、申立人は、当該給与明細書から、同社の厚生年金保険料は当月控

除であり、同年３月を被保険者期間として認めてほしい旨を申し立ててい

る。 

   しかし、申立人は、Ａ社に勤務していたのは昭和 63 年３月 20 日までで

あると述べており、雇用保険及び同社が提出した社員名簿の記録から、申

立人は、同日に同社を退職していることが確認できる。 

   また、厚生年金保険法では、第 19 条において、「被保険者期間を計算

する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその

資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」とされており、また、

同法第 14 条において、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくな

った日の翌日とされていることから、申立人の資格喪失日は、昭和 63 年

３月 21 日であり、同年３月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならな



  

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間において、厚生年金保険の被保険者であったことを認

めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4640 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年８月１日から 55 年 12 月 30 日まで 

    私は、昭和 54 年８月１日から 55 年 12 月 30 日までＡ社Ｂ支店に勤務

し、厚生年金保険料を控除されていたと思うので、調査の上、申立期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社発行の昭和 55 年給与支払報告書から、期間

は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社は平成 10 年２月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所ではないこ

とが確認できる。 

   また、上記の給与支払報告書に記載されている社会保険料等の控除額は、

申立期間の直前に勤務したＣ社に係る昭和 54 年分の社会保険料の控除額

として記載されている額と同額であり、申立人のＡ社に係る社会保険料控

除額ではないことが確認できる。 

   さらに、オンライン記録から、Ａ社の商業登記簿謄本により確認できる

申立期間当時の取締役１名は、申立期間において国民年金に加入し国民年

金保険料を納付していることが確認できる上、申立人は、昭和 54 年９月

３日から 56 年７月 21 日までの期間において国民年金に任意加入し、国民

年金保険料を納付していることが確認できる。 

   加えて、Ａ社から経営を譲渡されたＤ社は、申立期間当時の書類を保管

しておらず現在の社員の中に、Ａ社から引き続きＤ社に勤務した社員もい

ないため、当時のことは不明と回答している上、Ａ社の事業主も連絡先が

不明のため、供述を得ることができないことから、厚生年金保険料の控除



  

について確認できない。 

   このほか、申立人は、申立期間において厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は所持して

いない上、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年４月 30 日から 39 年２月９日まで 

    私は、Ａ社で５年近く勤務をしていたが、経営不振で給与も遅配する

ようになったため、退職金ももらえないまま退職し、その後、昭和 40

年 10 月に結婚するまでは家事手伝いをしていた。会社から脱退手当金

の説明を受けたことは無く、制度のことも知らないのに自分で請求でき

るはずがないため、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当

金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月半後の昭和 39 年３月 21 日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4642（事案 2256 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年４月１日から 22 年 11 月１日まで 

             ② 昭和 24 年７月１日から同年９月１日まで 

    オンライン記録によると、私が、Ａ社に勤務していた昭和 21 年４月

から 24 年８月までの期間のうち、21 年４月１日から 22 年 11 月１日ま

での期間及び 24 年７月１日から同年９月１日までの期間の厚生年金保

険被保険者記録が無いが、当該期間に勤務していたことは間違いない。

新しい資料等は無いが、再度調査の上、申立期間を被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社Ｂ支店に係る申立てについては、申立人の申立期間に係る

勤務実態が確認できず、申立期間①については、同社Ｂ支店が昭和 21 年

６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている上、同社Ｂ支店に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録及び申立人の同僚の証言から、

同社Ｂ支店では、多数の従業員をまとめて厚生年金保険の被保険者として

22 年 11 月１日付けで資格取得させたことがうかがえること、また、申立

期間②については、上記の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立

人と同日（24 年７月１日）に資格を喪失している者が多数存在している

ことが確認できる上、申立人と同日に資格を喪失している同僚は、申立人

と同様に「整理解雇による退職であった。」と供述していることのほか、

申立期間における保険料控除が確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資

料が無いことなどから、既に当委員会の決定に基づき平成 22 年３月８日

付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の再申立てに当たり、新たな資料は提出しておらず、申



  

立期間はＡ社に勤務していたと主張するが、これは委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情とは認められず、このほかに、委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17 年 10 月３日から 19 年 10 月１日まで 

    私は、昭和 17 年４月にＡ社Ｂ工場に技術職として採用され、調整及

び検査の業務をしていた。それにもかかわらず、厚生年金保険被保険者

記録は 19 年 10 月１日からとなっている。私は事務職ではなかったので、

当該事業所が労働者年金保険の適用事業所となった 17 年 10 月３日以降

の申立期間を労働者年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿には、申立人の被保険

者資格取得日は昭和 18 年２月１日と記載されていること、及び 17 年 10

月３日から 18 年２月１日までの期間における申立人の勤務に係る詳細な

記憶から、申立人が申立期間において同社に勤務していたことは認められ

る。 

   しかしながら、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿によると、申

立人のＡ社に係る厚生年金保険記号番号の払出しは、昭和 19 年６月１日

（厚生年金保険開始の準備期間）であることが確認できる上、申立人の厚

生年金保険被保険者台帳には、労働者年金保険法中改正法律（昭和 19 年

法律第 21 号）により新たに被保険者となった者（男子職員及び女子）で

あることを示す「改」の表示が確認できることから、申立人は労働者年金

保険の対象者の扱いとはなっておらず、18 年２月１日には健康保険のみ

の被保険者資格を取得し、19 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者資格を

取得したものと考えられる。 

   また、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿から抽出した、



  

労働者年金保険被保険者資格を取得している６名（うち１名は、申立人が

工作の業務についていたとして記憶していた者）に照会したところ、４名

から回答があり、当該４名はすべてが申立人の調整及び検査の業務とは異

なり、工作の業務等についていた者であった。なお、申立人が工作の業務

についていたとして記憶していた者からの回答は得られなかった。 

   さらに、上記被保険者名簿から抽出した、昭和 19 年 10 月１日に厚生年

金保険被保険者資格を取得している９名に照会した結果、５名から回答が

あり、うち１名の男性は、「私は昭和 18 年４月１日から勤務し、調整や

検査の業務についていた。」旨の証言をしているところ、同氏が厚生年金

保険被保険者資格を取得したのは、申立人と同様に 19 年 10 月１日であり、

労働者年金保険の被保険者とはなっていない。 

   加えて、申立人が自身と同様に調整及び検査の業務についていた同僚と

して記憶していた２名のうち、１名は死亡のため、１名は姓名が分からず

個人を特定できなかったために照会することができなかった。 

   このほか、Ａ社は、「当時どのような業務内容の者が労働者年金保険の

加入対象者であったかは、資料が無いために不明である。」旨の回答をし

ているが、労働者年金保険法では、筋肉労働者の男子工員のみが被保険者

となるとされていることから、申立人は、当時の同社の判断では、筋肉労

働者ではなかったと考えられる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が労働者年金保険被保険者として申立期間に係る労働者年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4644 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17 年 11 月１日から 19 年６月１日まで 

             ② 昭和 20 年８月 15 日から同年８月 27 日まで 

    私は、昭和 16 年３月 15 日にＡ社Ｄ工場に入社し、同社が 20 年 10 月

１日に解散するまで一貫して同社設計部に勤務していたが、17 年 11 月

１日から 19 年６月１日までの 19 か月間と 20 年８月 15 日から同年８月

27 日までの期間が厚生年金保険の加入期間となっていない。 

    昭和 16 年３月から 20 年 10 月１日まで、空襲の恐怖と戦いながら昼

は仕事に、夜は勉学に励んできた私にとっては納得し難いので、調査し、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人の業務内容等に関する詳細な記憶及び申立

人から提供のあったＥ大学が保管する履歴書から、申立人がＡ社に昭和

16 年３月 30 日から 20 年 10 月１日まで継続して勤務していたことが推認

できる。 

   しかし、昭和 17 年６月１日から 19 年６月１日までの期間は、厚生年金

保険制度発足前の労働者年金保険の適用期間であり、工場や鉱山で働く男

性の肉体労働者のみを対象としていた。 

   申立人は、昭和 17 年６月１日から同年 11 月１日まで労働者年金保険の

被保険者期間の記録があることから、申立期間①についても被保険者期間

として認めてほしいと申立てをしているが、設計業務をしていたとする申

立人が肉体労働者であったとは考え難い。 

   また、申立人は昭和 17 年６月１日に被保険者資格を取得しているもの

の、その４か月後には同資格を喪失しているところ、Ａ社Ｃ工場に係る健



  

康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の名前が記載されてい

る同じページに記載されている複数の同僚も、申立人と同じ様に同年６月

１日に被保険者資格を取得し、同年 11 月１日に資格を喪失していること

が確認できる。 

   さらに、申立人は申立期間①における厚生年金保険料の控除を確認でき

る給与明細書、源泉徴収票等の資料を所持しておらず、このほか、申立人

の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険被厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

   申立期間②について、申立人は、厚生年金保険制度の発足に伴いＡ社Ｃ

工場において厚生年金保険被保険者資格を取得し、同社Ｃ工場が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった昭和 20 年８月 15 日（以下「全喪日」とい

う。）に同資格を喪失したことが同社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿により確認でき、同年８月 27 日に同社Ｄ工場において、再

度、同資格を取得したことが同社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿から確認できる。 

   また、複数の同僚も、申立人と同様にＡ社Ｃ工場の全喪日に被保険者資

格を喪失し、昭和 20 年８月 27 日に同社Ｄ工場において、再度、同資格を

取得していることが同社Ｄ工場に係る被保険者名簿から確認できる。 

   さらに、申立人及び同僚に係る上記厚生年金保険被保険者資格の取得手

続に不自然な点は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間②について、申立人の厚生年金

保険被保険者の記録を訂正する必要は認められない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4645 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年６月 28 日から 31 年２月 21 日まで 

    私は、昭和 29 年６月 28 日から 39 年１月６日まで、Ａ社で勤務して

いたが、年金の記録を確認したところ、申立期間の記録が欠落している

ことが分かった。 

    しかし、前の会社を退職後すぐに臨時雇用でＡ社に入社し、Ｂ業務を

していた。記録が無いことは納得ができないので、申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社において本採用になるまでは、臨時雇用としてＢ業務を

しており、その後の加入記録のある期間は坑外でＣ業務をしていたと当時

の状況を具体的に記憶していることから、申立人が同社に勤務していたこ

とは推認できる。 

   しかしながら、申立期間においてＡ社の経理課の職員であった者は、坑

内夫、坑外夫は正社員であったが、臨時雇用は雑夫と呼ばれており正社員

ではなかったと回答している。 

   また、申立期間においてＡ社の課長であった者は、Ｂ業務をしていた者

は正社員では無く臨時雇用であり、厚生年金保険には加入させていないは

ずであると回答している。 

   さらに、申立期間において臨時雇用であった同僚は、18 歳になったこ

ろに事業所から説明を受け厚生年金保険に加入したと回答しており、同氏

の証言内容は厚生年金保険記録と一致している。 

   加えて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は、

申立人が正社員となった月の昭和 31 年２月 21 日となっており、上記の同



  

僚の供述と符合する上、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）、厚生年金保険記号番号払出簿及び同社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿の記録はすべて一致している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4646（事案 2290 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年５月 26 日から 49 年 11 月１日まで 

    私がＡ社に勤務していた昭和 48 年５月から 49 年 10 月までの期間に

係る標準報酬月額が、実際に支給されていた給与額と比べて大幅に低額

となっている。理由が分からないので、同僚や雇用保険被保険者離職票

の調査をして本来の標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人のＡ社における標準報酬月額は、資格

取得時の昭和 48 年５月 26 日から同年７月１日までは 13 万 4,000 円、同

年７月１日から 49 年７月１日までは８万円、同年７月１日から同年 10 月

１日までは 14 万 2,000 円及び同年 10 月１日から同年 11 月１日までは 13

万 4,000 円となっており、申立人は、申立期間の標準報酬月額が実際の給

与額と比べて大幅に低額になっていると主張している。 

   しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申

立人の資格取得日（昭和 48 年５月 26 日）からの標準報酬月額については

８万円と記載されているが、昭和 48 年７月１日以降はオンライン記録と

同一額が記録されており、さかのぼった訂正等の形跡は見られない。 

   また、申立人に係る企業年金連合会の厚生年金基金加入員台帳には、申

立人の資格取得日から資格喪失日までの期間の標準報酬月額は上記の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿の記載額と一致する。 

   さらに、申立人が自身と同様の長距離運転の勤務をしていたとして記憶

している同僚２名の資格取得日における標準報酬月額は、１名が５万

2,000 円で、もう１名が６万円であり、申立人の申立期間の１年目に係る



  

標準報酬月額である８万円は、これらの者と比べて不自然さは見られない

ことから、申立人は、申立期間のうち昭和 48 年７月１日から 49 年７月１

日までの期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできないとして既に当委員会の決定に基づく平成 22 年３

月 17 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、前回の申立期間の前後に、昭和 48 年５月 26 日から同

年７月１日までの期間及び 49 年７月１日から同年 11 月１日までの期間を

新たに追加し、Ａ社に在籍していた全期間を申立期間として再申立てを行

っており、申立期間当時の事情を知る同僚として氏名を掲げた者から同事

業所の標準報酬月額は実際の給与の支給額と相違する旨の証言を聴取した

上で、同事業所退職時に作成された雇用保険被保険者離職票により本来の

給与額を特定し、標準報酬月額を訂正するよう主張しているところ、同僚

は「長距離運転には手当が付いたと思う。」と証言しているが給与額につ

いては記憶が無く、申立人が求職者給付を受けたＢ公共職業安定所は雇用

保険被保険者離職票の保存期限は５年間であると回答しており、当時の雇

用保険被保険者離職票は保管されていない。 

 これらは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない。 

また、申立期間のうち、今回追加された昭和 48 年５月 26 日から 49 年

７月１日までの期間及び同年７月１日から同年 11 月１日までの期間につ

いても、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年ごろから 28 年ごろまで 

    私の夫は、昭和 22 年ごろから 28 年ごろまでＡ社に勤務していたと話

をしていたが、オンライン記録では、その期間の厚生年金保険被保険者

としての記録が無いとされている。申立期間について厚生年金保険被保

険者であったことを認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、申立人が申立期間においてＢ地区にあったＡ社に勤務し

ていたと述べている。 

   しかしながら、Ａ社は、現在保管されている退職者名簿等の人事関係書

類を確認したが、申立人の名前を確認ができなかったと回答している上、

同社の人事担当者は、Ｂ地区周辺にはＡ社の事業所は存在しなかったと供

述している。 

   また、申立人の妻は当時の上司及び同僚の名前を記憶していないため、

申立人の勤務実態について確認ができない。 

   さらに、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年８月１日から 40 年１月１日まで 

    私は、昭和 39 年７月にＡ社を退職後、同年８月１日にＢ社に入社し、

同年 12 月 31 日に退職したが、同社の厚生年金保険の記録が無い。申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の総務担当者の証言から、申立人が同社に勤務していたことは推認

できる。 

   しかし、申立人が勤務していたとするＢ社は、オンライン記録によると、

申立期間は、厚生年金保険の適用事業所でなかったことが確認できる。 

   また、上記の総務担当者は、「申立期間は、厚生年金保険への加入手続

を行っておらず、保険料の控除は行っていない。」と証言している。 

   さらに、Ｂ社の事業主及び上記担当者は、申立期間において、Ａ社とＢ

社の２事業所勤務であったと述べているところ、Ａ社において厚生年金保

険に加入しているが、申立人は、申立期間においては、自身はＡ社を退職

していると述べている。 

   加えて、当時のＢ社の事業主は死亡しており、厚生年金保険料の控除に

関する証言を得ることができない。 

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4649 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年 11 月ごろから 34 年１月 10 日まで 

    私は、昭和 33 年に高等学校を卒業し、同年 11 月ごろから 34 年１月

９日までＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務していたにもかかわらず、同社に

勤務していた期間の厚生年金保険の記録が欠落している。申立期間を被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤

務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人が名前を挙げた上司は、「試用期間が２、３か月

あり、その状況をみて、正社員に採用されたと思う。正社員になって、厚

生年金保険に加入させていたのではないか。」と述べている。 

   また、複数の同僚が実際の入社日と厚生年金保険の被保険者資格取得日

が違うと証言していることから、Ａ社においては、入社から一定期間を経

過した後に厚生年金保険に加入させていたことがうかがえる。 

   さらに、事業主は、「正社員なら皆厚生年金保険に加入させていたが、

役員、社員入退社一覧表には申立人の名前は無いことから、申立人が正社

員であったかどうかは不明である。」と回答している。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には申

立人の名前は見当たらず、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4650 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年４月１日から 39 年３月１日まで 

    私が、平成 21 年 12 月に社会保険事務所（当時）に年金の加入記録を

確認した際、申立期間に勤務したＡ社の記録が既に脱退手当金として支

給済みの記録となっていた。 

    しかし、当時の私は脱退手当金の制度を全く知らない上、請求した記

憶も無いので調査し、当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されてい

るページとその前後４ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生

年金保険被保険者資格喪失日である昭和 39 年３月１日の前後２年以内に

資格を喪失し、当該事業所を最終事業所とする脱退手当金の受給要件を満

たした 11 名(申立人を含む。)の脱退手当金の支給記録を調査したところ、

９名について脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から８

か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、同僚の一人は事業所

に頼んで請求した旨証言していることを踏まえると、申立人についてもそ

の委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られる。 

   また、上記被保険者名簿の申立人の氏名は、Ａ社の被保険者資格喪失後

の昭和 40 年１月 26 日に旧姓から新姓に氏名変更されており、脱退手当金

の請求に併せて氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

   さらに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無い上、申

立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し



  

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年８月 23 日から 39 年７月１日まで 

    私は、Ｂ社に勤務していたが、以前勤務していたＡ社の社長から誘わ

れ、社会保険も完備したとのことだったので間を空けることなく同社に

入社した。しかしながら、厚生年金保険の被保険者記録は昭和 39 年７

月１日が資格取得日となっているので、申立期間を被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＣ手帳及びＡ社で撮った写真に写っている同僚の

証言から、申立人が申立期間において同社に勤務していたことは推認でき

る。 

   しかし、上記の同僚は、「私は、昭和 37 年８月 23 日にＡ社に入社した

が、同社での厚生年金保険被保険者記録は、39 年７月１日が資格取得日

となっており、入社日と資格取得日が相違する。」と供述している。 

   また、申立人は、「提出した写真に写っている同僚は、私より先に入社

した先輩である。」と供述しているが、当該同僚の厚生年金保険の資格取

得日は、申立人と同じ昭和 39 年７月１日となっていることが確認でき、

Ａ社においては、入社日と厚生年金保険加入日は同じではない状況が見ら

れる。 

   さらに、別の同僚は、「Ａ社は、不景気な時期があり、私自身の厚生年

金保険の被保険者資格が、その都度数回喪失している。」と述べていると

ころ、この同僚の記録は、同社において資格取得及び資格喪失を繰り返し

ていることが確認できる。 

   加えて、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 58 年７月 31 日に適用



  

事業所でなくなっており、当時の事業主も既に死亡していることから、申

立人の申立期間における保険料控除について確認することができない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

神奈川厚生年金 事案 4652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年５月１日から９年５月１日まで 

    平成８年５月から９年４月までの期間の標準報酬月額が、前後の期間

の 59 万円から 41 万円に下がっている。当時、Ａ社の経営は順調で、厚

生年金保険料の滞納も無く、標準報酬月額が急に下がった理由は思い当

たらないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に係る申立期間当時の標準報酬月額が、前後の期間の標

準報酬月額 59 万円から 41 万円に減額されていると述べている。 

   しかしながら、申立人から提出のあった平成９年分の源泉徴収票の社会

保険料等の金額は、オンライン記録における標準報酬月額に相当する健康

保険料及び厚生年金保険料の合計金額とほぼ一致する。 

   また、オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額につ

いては、さかのぼった訂正等の不合理な処理が行われた形跡も無い。 

   さらに、Ａ社は既に解散しており、同社の事業主である申立人は、すべ

ての資料を廃棄したと供述している上、同社の社会保険等の書類作成及び

届出を行っていた会計事務所は既に廃業していることから、申立人の申立

期間における報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認することが

できない。 

   このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。

 

 


